
論

説

道
路
交
通
法
に
お
け
る
交
通
規
制
と
刑
事
規
制
の
限
界

長

井

圓

4321

は
じ
め
に

法
令
主
義
か
ら
標
示
主
義

へ

交
通
規
制
に
よ
る
危
険
抑
止

交
通
規
制
と
行
為

・
環
境

交
通
規
制
と
事
故
の
抑
止

交
通
規
制
と
抽
象
的
危
険

標
示
に
よ
る
規
制
の
限
界

三

標
示
の
規
制
に
違
反
す
る
罪

1

交
通
規
制
の
法
的
性
質

2

交
通
規
制

の
適
法
要
件

3

規
制

の
効
力
と
裁
判
例

四

規
制
の
無
効
と
故
意

・
過
失

1

規
制
の
効
力
と
貴
任

2

規
制

の
相
対
的
無
効

3

規
制

の
個
別
的
無
効

crra)117
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4

規
制
無
効
と
無
過
失
と
の
限
界

囎

む
す
び

捌

は

じ

め

に

O

道
路

交
通

法

に
お
け

る
交

通
禍

は
、
信

号
機

、

道
路
標

識

ま

た
は
道
路

標
示

(以
下
で
は

「標
馨

」
と
い
う
.)
を
設
置

し
て
行

三

」

と

を
原
則

と

し

て

い
る
・
そ

こ
で
、

標
識

等

に
ょ
る
交
通

規
制
が

、

そ

の
規

鯉

違

反
す

る
罪

の
成
否

に
、

ど

の
さ

つ
に
関

係

す

る
か
。

第

一
に
・
実

体

的
デ

ュ
ー
プ

呈

ス
ま

た

は
責

任
主
義

と

の
関
連

に
お

い
て
、
交

通
規

制

の
必
要

性

.
〈・
理
性

が
問

題

に
な

る
。
す

な

わ
ち
・
交
通
規
鯉

違
反
す

る
行
為
が

こ
れ

に
対
す
る
刑
罰

の
裏

箱

当
す
る
危
険
性
を
備

え
て

い
る
か
ぎ

か
と
い
う
悶
題

で
あ
る

(後
述
本
文
二
)
。

第
二

に
・
標
撃

の
嚢

や
馨

方
法

に
蝦
疵
が
あ
る
場
合

に
、
①
そ

の
交
通
規
制
姦

効
と
す
る
法
的
処
翼

「無
効
法
理
」)
と
、
②

そ

の

(違
反
)

行
為
者

の
過
失
を
否
認
す
る
法
的
処
理

(蕪

過
失
法
理
L)

と
の
い
ず
れ

に
ょ
る
べ
き
か
が
問
題

に
な
る

(後
述
斐

四
)
。

こ
の
二
つ
の
問
題
は
・
④

そ
の
交
通
規
禦

交
通
関
与
者
全
体

に
及
ぼ
す

べ
き
作
墨

般

に
重
点
藷

く
か
、
そ
れ
と
も
、
㊥
個

々
の

事
件

に
お
け
る
行
為
者

の
具
体
的
事
情
ま
た
は
罪
責

量

点
を
移
す

か
、
そ

の
い
ず
れ
か
に
よ

そ

異
な
る
帰
結

に
至
る
。

味継
雛

躁
蠣
雛

鎌
卸製

鱗

繋
欝
難

磯
ボ難

嘱
嬉

第

一
の
問
題

に

つ
い
て

は
、

「
危

険
擬

制

に
な

る
か
否

か

は
危
険

概
念

か
ら

一
般

的

に
決
定

さ
れ

る

の
で
は
な
く
、

個

々
の
犯
罪

と
法
定

 刑
と

の
均
衡

.
法
益

の
暮

・
規
定

の
晶

等

を
総
A
・
的

髪

慮
し
て
、
そ
の
行
為

の
違
法
性

霜

応
す
る
危
険

の
質
と
程
度
な
ら
び

に

危
険

の
基
準
が
画
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
(艶

と
、
私

は
考

毛

き
た
。
ま
た
、
第

二
の
問
題

ξ

い
て
は
、
②

の
無
過
失
法
理
が
交
魏
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制
を
誤
認

.
誤
解
す
る
違
反
者

の
頻
発

を
防
止
す

る
機
能

に
乏
し
い
の
に
反
し
て
、
①

の
無
効
法
理
は
有
効
な
交
通
規
制

へ
の
転
換
を
公

安
委
員
会

に
促
す
機
能

に
饗

る
か
ら
、
可
聾

限
り
無
効
法
理
を
と
る
べ
き

で
あ
魏

と
私

は
考
え
て
き
た
・

こ
の
よ

う

に
・
④
董

視

す

る
態

度

に
出

た

の
は
、

こ
の
よ
う
な

「
大

量

」

の
交
通

違
反
行

為

に
対

し

て
予
定

さ

れ

て

い

る

「
手
続

」
(
交
通
反
則
手
続

・
交
通
略

式
手
続
)
の
特
殊
性
と
問
題
性
と
を
叢

し
た

こ
と

に
由
来
す
る
。

と

こ
ろ
が
、

無
過
失
法
理

に
重
点
を
移
す

べ
ぎ

で
あ

る
と
す
る
論

に
新

た

に
直
面

し

た

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、

こ
れ

を
機
会

に
、

こ
の
問
題

を
改

め
て
検

討

し

て
み

た

い
。

思
、潅

、
磯
野
誠

死

生

は
、
現
代

の
法
律
学
を
含
む
諸
科
学

に
お
け

る
専
門
的
分
化

の
弊
害
を

雇

の
巣
」

に
喩
え
ら
れ

て
・
法
学

教
育

に
お
け

る

「
基
嚢

習
」
や
学
際
領
域

に
お
け
る
共
同
研
究

の
推
進

の
必
麗

を
高
く
唱
え
て
お
ら
れ
た
・
本
学
に
法
学
研
究
所
が

設
妾

れ
て
共
同
研
究
の
プ

。
ジ

、
ク
殊

組
成
さ
れ
た
の
も
、
そ

の
強

い
影
響

の
賜

の

;

で
あ

っ
た
。

こ
の
小
論
も
、
そ
れ

箱

応

し

い
と

は
い
え
な

い
が

、

そ

の
共
同
研

究

に
端

を
発

す

る
も

の
で
あ

る
。

あ

え
て
、

こ
れ

を
本

号

に
加

え

て
、
先

生

の
多

大

な
功
績

を
記

念

す

る

一
助
と

な

る

こ
と

を
希

う
ば

か
り

で
あ

る
。

(
-
)

内
田
文
昭

.
刑
法
-

(総
論
)

(
羅

)
九
八
買
譲

。
な
お
、
兜

九
頁

～

δ

○
頁
注
(
2
)
で
は
・
ス
ギ

ド
違
反
罪

(
道
交
法

二

八
釜

項
毒

)
も
・

危
険
招
来
が
処
罰
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
く
、
違
反
を
し
て
も
全
く
危
険
が
な
い
と
き
は
雛

と
す
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
・

(2
)

西
原
奨

「
藍

方
法
の
不
適
切
な
道
路
標
識
と
故
意
犯
の
馨

」
判
例
時
報
五
五

喜

(召
4

日
4
)

=
三
責

～

一
三
四
冥

大
沼
邦
弘

「
道
鷺

識
の
藤

方
法

が
適
切
で
な
い
た
め
適
禁

つ
有
黎

右
折
進
行
繁
去

規
制
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
さ
れ
た
街

」
難

研
究
四
四
巻

δ

号

(
君
8

段
4
)

三

養

～

三

二

頁
、
三
井
誠

「
不
蕩

な
道
鷺

識
の
儘

か
法
」
続
刑
法
判
例
百
選

(昭
46
)
二
四

責

、
同

「道
鷺

識
の
設
置
か
蒙

適
切
で
な
い
た
め
甲て
の
羅

に
よ
る
適

法
か

つ
有
効
な

咽
方
通
行

の
規
制

が
な
さ
れ
て
い
な
い
も

の
と
さ
れ
た
事
例
」
警
察
研
究
四
五
巻

三
号

(
昭

49
)

=

ご
一頁
～

一
二
三
頁
。

(
3
)

艮
井
圓

「
公
共
危
険
罪

と
公
共
危
険

の
意
義
」
内

田
文
昭
編
著

・
刑
法
各
論

一
〇
〇
講

へ
昭

59
)

　
ヒ
○
頁
。

(
4
)

伊
肇

樹

.
小
野
慶
二

.
荘
子
邦
雄
編

.
注
釈
特
別
刑
法
六
巻
交
通
法

血

信
法
編
1

(
昭
肝
)

蚕

道
路
交
通
法
四
条

〔長
井
圏

天

頁
Σ

一δ

頁
・

(
5
)

三
井
誠

「
道
路
標
識
に
よ
る
交
通
規
制
と
刑
事
責
任
」
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
二
巻

(
昭

59
)
三
五
五
頁
以
下
。

(
6
)

既
箋

表
し
た
蕎

研
究
の
拙
い
成
果
に
つ
い
て
は
、
長
井
圓

荊

毒

失
論
か
覚

た

「
法
工
学
」
の
提
唱

ー

自
動
車
に
よ
る
左
折

詫

角
事
故
と
霧

毒

Crrs)119
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戴
鰹

難

繍
撫
灘

難㈱繍

謎
欄惣
黙
)ゆ+綴

蜘踏灘
灘
職
瀟
抑灘
鯛
蠣

堀
野
定
男
助
教
淫

・
露

交
通
の
塞

施
設
に
つ
い
て
、

「
道
糠

識
は
静
的
な
特
性
ば
か
り
で
な
く
、
動
的
特
性
に
お
い
て
周
到
に
誌

さ
れ
、
設
計

.
運
用
さ

れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
・

こ
の
葉

を
誤
る
と
、
存
在
す
る
だ
け
で
、
本
来
の
意
図

に
反
し
て
交
通
行
甦

混
乱
を
起
す
だ
け
と
な
る
。
そ
し
て
隻

た
い
内
容
が
、

芒

く
・
必
要
夢

イ
ミ
ン
グ
に
・
琿
解
し
や
す
岳

え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
不
適
当
な
情
藻

当
然
、
不
適
当
奢

動
霧

発
す
る
.乏

な
る
か
ら
、
思
い
つ

き
的
に
ど
ん
ど
ん
辛

れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。」
(
堀
野

「
塞

対
策
の
問
題
占
荊」
野
沢
浩

.
尖

和
孝
響

.
自
動
車
運
舅

働

(
昭
茄
)
四
二
査

)

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
・

こ
れ
に
関
し
て
は
、
長
井

・
禦

川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
毒

=
一コ
責

～

一
三
四
頁
参
照
。

120Cr20)

 

法
令
主
義
か
ら
標
示
主
義

へ

ω

露

交
擾

お
け
る
交
通
規
鯉

は
、
道
路
交
通
の
案

.
円
滑
等
を
目
的
と
す

る
道
路
交
通
法

(
昭
和
三
五
年
磯

壌

。
五
号
)

に
も
と
つ
く
交
通
規
制

の
ほ
か
に
、

主
に
道
路

の
管
理

・
保
妻

目
的
と
す
る
道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
篁

八
〇
号
)
等

に
も
と
つ
く

交
通
規
制
が
あ
(奪

そ
し
て
、
道
路
交
通
法

の
規
制
も
、
①
法
令

の
定

め
自
体

で

歪

の
交
勢

法
や
行
為
な
ど
森

爪
止

.
制
限

.
指
定

す

る
も

の
・
②

規
制

を
行
う

個

々
の
区
域

・
区
問

・
場
所

に
信

号
機

.
道

路
標

識

.
道

路
標
示

を
設
置

.
管

理

し
て
、

一
定

の
規
制

内
容

を
標

示

し

て
行

う
も

の
、
③

警
察

官
等

の
現
場

に
お
け

る
指
示

に
よ

る
も

の
に
区
別
す

る

こ
と
が

で
ぎ

る
。

と

こ
ろ
で
・
道
路

交

通
法

は
、
昭

和

四
六
年

法
律

九
八

号

に
ょ

る
改

正
前

ま

で
は
、
交

通

に
関

す

る
規
制

に

つ
い
て
、

い
わ
ゆ

る

「
法

令
主
義

」

を
採
用

し
て

い
た

の
で
あ

る
。
す

な

わ

ち
、

旧
九

条

は
次

の
よ

う

に
定

め

て

い
た
。

「
公

安
委

員
会

は
、
道

路

に
お
け

る
危
険

を
防
止

し
・

そ

の
他

交

通

の
安

全
と

円
滑

を

図

る
た

め
必
要

が
あ

る
と
認

め
る
と
き

は
、

道
路
標
識

ま
た

は
道
路
標

示

:
…
を

設
置

す

る

こ
と
が

で
き

る
」

(
一
項
)
・

「
こ

の
法
律

の
規
定

に
よ

り
公
安

委

員
会

が
行

な

う
禁

止
、
制
限

又

は
指

定

の
う

ち
政
令

で
定

め

る
も

の
は
、

政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
ょ

り
、
道
糠

馨

を
設
置

し
て
行

な

わ
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
」

(二
項
)
。

し

た
が

っ
て
、
交

通
規
制

は
、

原



道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

則
と
し
て
規
制
要

件
を

一
般
的

.
抽
象
的

に
規
定
し
、
例
外
と
し
て
規
定
さ
れ

た
規
制
を
欠
く
場
合
ま
た
は
変
更
す
る
場
合
に
の
み
公
安

委
員
会
が
具
体
的

な
規
制
を
定

め
る
が
、
そ
の
規
制
も

「
政
令

で
定

め
る
も

の
」

に
つ
い
て

の
み
道
路
標
識
等
を
設
置
し
て
行
う
こ
と

に

な

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
昭
和
四
六
年

に
改
正
後

の
法

四
条

一
項
は
次
の
よ
う

に
定
め
ら
れ
た
。

「
公
安
委
員
会
は
、
道
路

に

お
け
る
危
険
を

防
止
し
、
そ

の
他
交
通

の
安
全
と
円
滑
を
図
り
、
又
は
交
通
公
害
そ
の
他

の
道
路

の
交
通

に
起
因
す

る
障
害

を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認

め
る
と
き
は
、
政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
信
号
機

又
は
道
路
標
識
等
を
設
置

し
、
及

び
管
理
し
て
、
交
通
整
理
、
歩
行
春

又
は
車

両
等

の
通
行

の
禁
止
、

そ
の
他

の
道
路

に
お
け

る
交
通

の
規
制
を
す
る
こ
と
が

で
き

る
。
」

こ
う
し
て
、

交
通
整
理

・
通
行

の
禁

止

・
制
限
等

の
交

通
規
制

は
、

道
路
交
通
法
施
行
令

に
定

め
る
基
本
様
式

に
従

っ
て
、

信
号
機

(法
二
条

一
項

一
四
号
)
・
道
路

標
識

(同

一
五
号
)
・
道
路
標
示

(
同

一
六
号
)
を
設
置

・
管
理
し
て
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が

こ
れ
を
行

う
原
則

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
原
則
は

「
道
路
標
識
標
示
主
義
」
と

一
般

に
は
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
信
号
機

に
ょ
る
規
制
も
含

め
て

「
標
示
主
義
」
と

呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
も

っ
と
も
、
実
際

に
は
改
正
前
も

一
定

の
場
合
を
除

い
て
、
公
安
委
員
会

の
行
う
交
通
規
制

の
全

て
が
標
識
等
で
実

(
9

)

施

(
運
用
)
さ
れ

て
い
た
。

す
な
わ
ち
、

共
体
的
な
地
点
と
日
時
を
定

め
て
行
う
規
制
内
容
を
交
通
関
与
者

の
何
人

に
も
わ
か
る
よ
う

に

す

る

「
標
示
主
義
」

は
、
そ

の
技
術
的
要
請

か
ら
し
て
不
可
欠
な
も

の
と
し
て
、
従
来

か
ら
運
用
上
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
た

だ
法
四
条

で
明
示
的

に
確
認
さ
れ
推
進
さ
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え

よ
う
。

②

法
四
条

に
定

め
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
設
置

.
管
理
し
て
行
う
標
識
等

に
ょ
る
交

通
規
制

の
権
限
に
関
わ
る
規
定

に
は
、
次

の
も

の
が
あ

る
◎

㊧
通
行

の
禁
止

・
制
限

(八
条

.
九
条
)
、
⑪
歩
行
者

の
横
断
方
法

(
=

一条

・
一
三
条
)
、
◎

車
両

の
通
行
区
分

(
一
七
条

一
項

・
四
項
～
六

項
)
、
②
軽
車
両
の
路
側
帯
通
行

(
一
七
条
の
二
)
、
㊧
車
両

の
通
行
帯

(
二
〇
条
)
、
㊧
路
線
バ

ス
等

の
優
先
通
行
帯

(
二
〇
条
の
二
)
、
⑱
車

C121)12x



両

の
軌

道
敷

内

通
行

(二

一
条
二
項
三
号
)
、

④

庫

両

・
路
面
電

車

・
ト

ロ
リ

ー
バ

ス
の
最
高

速
度

(
二
二
条
)
、

⑰
自

動
車

の

最

低

速

度

(
二
一二
条
)
、
◎

車
両

の
横

断

等
禁

止

(
二
五
条

の
二
第
二
項
)
、

㊥

車
両

の
進

路
変
更

禁

止

(
二
六
条

の
二
第
三
項
)
、
⑪

他

の
車

両

に
追

い

つ

か
れ

た
車
両

の
義
務

(
二
七
条
二
項
)
、

④

車

両

の
追

越

し
禁

止

(三
〇
条
)
、
⑭
停

車
中

の
路
面

電
車

が
あ

る
場
合

の
車
・両

の
停

止

.
徐

行

(
三

一
条
但
書
)
、

㊨

車

両

等

の
踏

切
通

過
方

法

(
三
三
条

一
項
)
、

㊧

車
両

の
左

折

.
右
折

方

法

(
三
四
条

一
項

.
二
項

.
四
項
)
、
㊨
軽

車

両

を
除

く
車

両

の
指

定

通
行

区
分

(三
五
条
)
、

◎

車
両
等

の
優
先

道

路

(
三
六
条
二
項

.
三
項
)
、

@

車

両
等

の
歩

行
者

等

優

先

義

務

(
三
八

条
)、
㊤

車

両
等

の
徐

行

す

べ
き
場
所

(四
二
条
)
、
㊧

車
両

等

の

一
時
停

止
す

べ
き
場

所

(
四
三
条
)
、
@

車

両

の
駐
停
車
禁

止

場
所

(四
四

条
)
、
⑳

車
両

の
駐
車

禁

止
場
所

(四
五
条
)
、
㊧

庫

両

の
駐

停
車

禁

止
特

例

(四
六
条
)
、

◎

車
両

の
路
側

帯

駐
停
車

方
法

(四
七
条
三
項
)
、

⑱

車
両

の
駐
停

車
方

法

指
定

(四
八
条
)
、

◎

車
両

の
駐
車

時
間

制

限

(
四
九
条

一
項

.
三
項
)
、

⑤

車
両

等

の
交
差
点

等
進

入
禁

止

(五
〇

条
)
、
㊦

自
転

車
以

外

の
軽
車

両

を
除

く
車

両

等

の
警
音

器
使

用
指

定

(
五
四
条

一
項
)
、

⑱

普

通
自

転

車

の
歩

道

通
行
特

例

(
六
三
条

の
四
)
、

㊧

普

通
自
転

車

の
並
進

特

例

(六
三
条
の
五
)
、
⑱

自

転
車

の
横
断

方

法

(
六
三
条

の
六
)
、
㊨

自

転
車

の
交

差
点

通
行
方

法

(
六
三
条

の
七
)、

⑩

車

両
等

の
安
全

地
帯

側

方
通

過
方
法

(七

一
条
三
号
)
、

㊨

自
動

車

の
高
速

自
動

車

国
道

に
お
け

る
最

低
速
度

(七
五
条
の
四
)
、

㊨

緊
急

自
動

車

を
除
く
自

動

車

の
本
線

車

道
進

入
方

法

(七
五
条
の
六
)、

⑩

自
動

車

の
故
障

等
表

示

(
七
五
条
の

=

第

一
項
)
、
㊤

信

号
機

.
道

路

標

識
等

の
無

権
限

設
置
等

禁

止

・
排
除
命

令

等

(七
六
条

一
項

二

項

、

八

一
条

一
項

一
号
)
、

㊧

信
号
機

等
操

作

.
移
転

.
損
壊

の
罪

二

(
)(1

)

一
五
条
)
。
な

お
、
◎

お

よ
び
㊧

に
は
罰
則

が

な

い
。

そ

し

て
、

こ
れ

ら

の
交

通
規
制

の
た

め

に
公
安

委
員

会
が

設
置

し
た
施
設

の
数

は
、

昭
和

四

二
年

と

昭
和

五

八
年

と

を
比
較
す

る
と
、

信
号

機

一
〇

・
九
倍

、

道
路
標
識

一
四

・
八
倍

、
横
断

歩

道
標
示

八

・
三
倍
、
実

線
標

示

八

.
三

倍
、

図
示
標

示

三

一

.
八
倍

に
達

し

て

　
　

　

い

る

の

で
あ

る
。
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

第1表 交通規制案施状況

ドミ、 年度 等

規制種別 ＼・

通 行

禁IL

歩行者用道
路
上記以外の
道行止

一 方 通 行

指定方向外進行禁
止

歩 行者横断 禁止

中 央 線 変 移

通行方向別通行区
分

路線パス等専用通行帯

〃 優先通行帯

車i両通行区分指定

軌道敷 内通 行可

間

域

区

区

高

度

最

速

車 両 横 断 禁 止

転 回i禁 止

追越しのための右
側部分はみ出 し通
行禁 止

追 越 し 禁 止

優 先 道 路

進 路 変 更 禁1

昭和57年 度末

区 間 等

52,539

53,923

77,657

113,649

2,761

6,778

　

15,387i

i
648'

470

延 長
(㎞)

11,657.2

?7,3fi9.0

18,942.6

2,195.5

・,・

1,041.9

764.2

154「

23

516.4

47.0

'年 度 等

モへ

規制種別 ＼
＼

徐 行

駐 停 車 禁 止

駐車

禁止

区

区

問

域

151,8111181,647.9

定指の法方車駐

綱㌶劃
斜 め 横 断 可

立 入 禁 止 部 分

停 止 禁 止 部 分

3,028

270

2,393

30,226

540

54

11,114

85,592.

320,9

3,255.4

C6,989.

1辮 潮 渉樋
駐車可 ・停 車可の
指定

路側 歩 行'痔 用
駐停車禁止

帯
汁 般

1眉和57年 度末

区間割 延(k藷

2,6821
3,1661?,84,9.3

　ボ　

178・5891137・273 ・9
　

1,153116,798.4
1

2,278!

799

410

1,U12.8

8.2

597.6

206.2

70.3

564

944

2,535;

27,48032,741.4

2,328141&2

訊6761753.5

11:謝1:潔

一 時 停 止

ノrス 導 丹ヨ)萱 是各

自転 車 専 用 道 路

自転車専 用通 行帯

　,・・4圖

186「121.4

941173.1

4451517.21
注1警 察庁資料に よる。

2白 動車専用道路を除いた道路について,都 道府県公安委員会が行った

交通規舗を計上 した。

3通 行禁止欄には踏切道の通行禁止は含まれていない。
4指 定方向外進行禁 止欄は,一一方通行に関連す るものを除 き,指 定方向

外進行禁止の規制を行っているすべての流入路の数を計上 した。

12'(123)



第2表 交通安全施設等整備状況の推移
(公安委員会分)

＼ ＼ 区分

年{＼

昭 和42年

45

46

47

48

49

50

5z

52

53

54

55

56

57

58

信 号 機
(基)

0

9

3

9

8

6

5

3

1

9

7

4

1

6

0

1

1

2

2

3

4

5

6

7

7

8

9

0

0

1

ー
ユ
ー

-
■

067
517
290
396
244
824
630
846
728
359
081
056
100
083
045

道 路 標ti
(本)

620

240】

5981

0282

73a2

×963

2524

9054

5785

2096

8326

2597

9137

9378

2029

363
754
687
635
934
141
504
005
795
556
213
265
656
17$
698

横 断 歩 道
(本)

77
128
134
194
233
L80
335
342
379
420
463
512
573
616
646

643

125

176

536

0il

350

123

842

604

889

×84

432

539

×87

019

実 線 標 示
(km)

8
1
3
6
4
0
8
7
5
6
6
4
3
9
4

1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
01

190
426
704
090

014
865
695
021
170
354
?54
411
578
583
961

図 示 標 示(箇)

91
155
237
375
601
874
0no1
2721
3911

1653
9551
2502
5502
7262
9192

703
176
401
121
106
179
SSw
576
491
995
zoo
i31
415
428
16$

-
↓

ウ
臼

3

注 警察庁資料に よる。

各年3月 末現在 の数であ る。

道路標識についてはf昭 和57fF度 か ら(枚)と した。

第3表 交通安全施設等整備状況の推移

(道路管理者分)

＼ 区分

年 ＼

li召考…日42fr

45

46

47

4$

49

50

51

52

53

54

55

56

5?

58

歩
(km)

道

5
1
4
8
5

9
1
2
6
9
0
5
0
4
8

2
2
2
3

3
4
4
4
4
5
5
6
6
6

59Q

794

996

×56

362

008

738

900

753

660

494

822

871

922

125

断
橋
)

重
断
i
僧

横
歩
(

道　ヨ
コ
　

茸

m

転

α

自

1
3
4
7
0
4
7
9
6
9
1
5
9

1
1
1
1
2
2
3
3
3

197
297
967
609
558,
800}

385

730

]21

×12

8?4

794

115

737
1045
7875
6296
3747
G217
9137
3288
483S
GO58
r328
1479
2879
329A
7419

明欝趣
下
道歩

卵
断
備

地
横

1

1

1

1

1

】

]

ユ

2

101
335
477
619
8]6
950

161
226
273
385」

461
587日

§劉

190

i)C」/

X33

×84

581

0'7

×33

873

a31

994

069

137

248

305

359

道 路 標 識
(本)

■
⊥

9
臼

O
J

4

r
D

ゼ

リ

　

沼

150

000

968

000

909

458

?87

×45

281

061

069

910

1G8

779

rya

415

445

540

691

778

×51

912

968

0341

1091

]831

2481

3041

3361

:goo
O14
000
412
272
Loa
937
904
798
96S
634
836
0no
853

建設省資料に よる。

高速自動車国道,有 料道路及び道路法以外の道路は対象外である。

各年3月 末現在の数である。

歩道及び自転車道は,延 べ延長である。

自転車道にはr自 転庫歩行者道を含む。

(124724



道路交通法における交通規制 と刑事規制の1浪界

(7
)

道
路
法
四
五
奎

覆

、
道
路
鐘

者
が
道
路
の
鍵

保
婁

た
は
交
通
の
案

・
円
滑
の
た
め
に
必
饗

欝

に

「
露

標
識
」
ま
た
は

「
区
画
墾

(道
交
法

二
条
二
項
参
照
)
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。

道
路
の
繁

・
欠
壊

・
蚕

の
場
合

(
道
路
法
四
六
奎

項

三

項
)
・

農

物
積
整

両
の
場
合

(
同

条
三
項
)
、
車
両
の
幌

.
蜜

.
嚢

.
讐

お
よ
び
最
小
回
転
半
径
萎

全
な
限
度
を
超
え
る
場
ム
・

(
同
四
七
条

～
四
麦

の
5

に
は
・
政
令
ま
た
は
露

管
理

票

設
置
す
る
道
糠

識

(
同
四
八
粂
)
に
も
と
つ
い
て
通
行
を
禁
牛

制
限
す
る
こ
と
が
で
ぎ
・⇔
。
ま
た
、
道
讐

響

は
島

舞

用
道
路

自

転
轟

用
道
路

等
ξ

い
て
講

標
識
を
設
け
て
通
行
の
禁
止

.
制
限
等
を
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る

(岡
四
八
条
の
五

・
四
八
条
の
山ぐ

四
八
条
の
九

西

八
条
の

δ

)
・

さ
ら
に
・

道
路
運
送
法

(
昭
和
二
六
年
法
律

～
八
三
口写
)
六
八
条
五
項
は
、
自
動
車
道
事
業
者
は
政
令
で
定
め
る
道
銘
標
識
を
設
既
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
焼
定
し
て
い
る
。

(
8
)

道
路
交
通
法
と
譜

法
に
お
け
る
道
鷺

識
等
の
藩

権
限

の
区
分
に
つ
い
て
は
、

「
道
鷺

識
、
区
羅

及
び
道
簸

示
に
関
す
る
蓼

」

(
昭
和
三
五
年
総
理

府

.
建
馨

令
毒

)
四
条
に
定
め
が
あ
る
。
道
路
法
に
よ
り
道
鷺

罪

が
設
置
す
る
も
の
は
、
案
内
標
識

・
警
薇

識

向

令
四
奎

項
三
謬

塞

る
規
制
標

識
奮

び
同
令
四
奎

項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
露

標
識
で
あ

⑳
。
道
路
交
通
諮

よ
り
公
安
露

会
が
設
撃

る
も
の
は
・
同
令
四
奎

項
に
定
め

る
規

制

標

識

.
指
示
羅

お
よ
び
同
令
累

項

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
道
鷺

識
で
あ
る
。
な
お
、
道
路
法
四
五
奎

項
に
よ
り
設
讐

れ
た

「
区
轟

」
は
・
岡
令
麦

で

定
め
る
と
.」
う
に
よ
り
、
道
路
交
通
法
の
璃

に
つ
い
て
は

蓬

路
標
示
L
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

(道
交
法
二
条
二
項
)・

す
な
わ
ち
・

「
車
道
実

線
」
.
「
車
道

外
側
線
」
を
表
示
す
る
区
画
線
は
、
各

々

「
中
央

線
」
・
「
路
側
帯
」

を
表
示
す
る
道
路
標
示

で
あ

る
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

(9
)

根
本
久

「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
指
定
に
関
す
る
蟹

(条
例
を
含
む
)
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
叫
一八
四
号

(
麗

)
五
査

・

岳

翻

「
譜

交
通
法
の

「
過
失

犯
」
処
罰
規
定

の
問
題
点
L
警
察
学
論
集

二
六
巻

一
}
号

(
昭
48
)

八
七
頁
参
照
。

(
10
)

総
理
府
編

.
昭
和
五
九
年
版
交
通
安
全
白
書

(
昭
59
)

=

コ

頁

・
=

=
一頁
第

5
表
参
照
。

(
11
)

総
理
府
編

.
昭
和

五
九
年
版

交
通
安
全
白
書
三

八
頁
第
19
表

・
三
九
頁
第
20
表
参
照
。

二

交
通
規
制
に
よ
る
危
険
抑
止

1

交
通
規
制
と
行
為

・
環
境

ω

交
通

の
安
全
と
円
滑

は
、
交
通
関
薯

の
行
為
と
交
通
環
境
と

の
相
関
性
の
下
で
達
成
さ
れ
る
。
そ

こ
で
、
交
通
関
与
者

の
危
険

な
行
為
ま
た
は
円
滑
な
通
行
を
阻
害
す

る
行
為
が
あ

っ
て
も
事
故

の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
障
害

の
な
い
交
通
を
確
保

す
る
こ
と
が

で
き

る
交
通
饗

を
整
備
す
る
こ
と
が
理
想

で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
(讐

技
術
薪

に
伴

ぞ

安
全
な
車
両
と
露

施
設
を
完
備
し

て
・

交

通

の
相

互

干
渉
と
競

A
口
を
完

全

に
回
避

す

る

こ
と

が

可
能

で
あ
れ

ば
、

そ

の
理
想

も
実
現

で
き

る

の
で
あ

る
。
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し
か
し
・
不
完
全
な
道
路
施
設

の
下

で
、
交
通
手
段
で
あ
る
車
票

高
速
走

行
性
を
も

つ

「
走

る
凶
器

.
棺
桶

」
で
あ

っ
て
、
車
両
対

車
両

お
よ
び
車
両
対
歩
行
者
と
の
交
通

の
相
互
干
渉
が
物
理
的

に
回
避
不
可
能
窺

状
で
は
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
人
間

の
行
動
が

常

量

求
さ
れ
る
こ
と

に
匙

。
交
通
法
規
は
、
交
通
関
与
者

の
行
為
を
外
部

か
ら
規
制
す
る

ソ
フ
ト
な
環
境
因
鱒

あ

る
と
同
時

に
、

そ

の
交
通
規
鯉

よ

っ
て
交
通

の
相
辛

渉
姦

少
さ
せ
て
交
通
秩
序
と

い
う
環
境

各

ら
形
成
す
る
も

の
で
あ

る
鋭

」
う
し
て
、
交
通

規
鯉

は
・
交
通

の
案

と
円
滑
を
図
る
た
め
の
合
理
的
な
社
会
統
制
手
段
で
あ
∀⇔
こ
と
が
葉

さ
れ
る
.」
と

に
な
.Φ
。

②

標
馨

は
・
個

々
の
道
路
磯

に
応

じ
た
適
切
な
交
通
情
讐

交
通
関
与
老

に
伝
達
す

る
.」
と
を
晶

と
す
る
。
そ
れ
が
不
適
切

な
情
報

で
あ
れ
ぽ
、
交
通
規
制

の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
。

例
え
ば
・
そ

の
区
間

ξ

き
指
定
さ
れ
た
最

四回
速
度

の
規
制

の
存
在
が
運
転
者

に
智

さ
れ
て
も
、
そ
れ
以
上

の
速
度
で
の
走
行
が
安

全
な
道
路
で
あ
れ
ぽ
、
運
転
者

は
、
た
と
え
そ

の
行
為
が
形
式
的

に
は
聯

に
な
る
}、
と
を
熟
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
危
険
感
も
な
馬

た

め
高
速
度
の
効
用
と
快
適
さ
の
ゆ
え
に
違
反
を
常

に
行
う

こ
と

に
馨

。
そ

.」
で
は
、
速
度

の
皐

髭

例
し
て
運
動

エ
ネ
ル
ギ

カ

増

大
す

る
た

め
・

車
両

の
制

動
が

困
難

に
な
り
、

こ
れ

に
応

じ

て
自

己

お
よ
び
他

人

の
生
命

.
身
体

に
対

す

る
危
険

も
増

大
す

る
と

い
う

褻

的
蓮

も
・
行
嚢

が
衝
突
高

避
で
き

る
旧
バ体
的
状
況

(あ
る
い
は
そ
っ
信
じ
て
い
る
情
況
)
で
は
、
行
為
者

の
内
面

的

な

行

為
抑

止
力
と
必
ず
し
も
結

合
し
な
い
の
で
あ
る
。
逆

に
、
速
度
規
禦

誉

と
再

回
速
走
行
が
曜

的

に
危
険
な
道
路
環
境
の
下

で
は
、
そ
れ

に
対
応
し

て
自
己

の
運
転
能
力

に
適
し
た
案

運
転
を
自
主
的

に
秀

は
行
う
こ
と

に
な

る
。
そ

し
て
、
そ

の
さ

り
な
合
理
的
な
行
動
を

と
ら
な
い
逸
脱
華

あ
れ
ぽ
・

い
ず
れ

に
せ
よ
交
通
規
制
を
無
視
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局

は
何
ら

窺

制
を
行
わ
な

い
に
等
し
く
、

自

ら
招

い
た
危
険

の
結

果

に

つ
い
て
罪

責

を
負

わ

せ
る

し
か
な

い
の

で
あ

る
。

も

し
、

こ
の
よ
う

な
考

え
方

を
前
提

に
す

る
な
ら
ば

、
業
務

上

過
失

致
死
傷

罪
等

に
よ

る
最

小
限

の
法
規

制

の
み
で
充
分

で
あ

る

こ
と

に
な

り
・

む
し

ろ
過
剰

な
交

通
規
制

こ
そ
が
自

ら
違
反

(犯
罪
)

を
創

出

し
て

い
る
と
も

い
え
る

の
で
あ

る
。

そ

.」
で
は
、

他
人

の
死
傷
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

を
招

く

具
体
的

危
険

性

の
あ

る
行
為

の
み

に
対

す

る
交

通

規
制
が

合

理
的
根

拠

を
も

つ
も

の
と

し

て
許

容

さ
れ

る

こ
と

に
な

る
。

こ
の
よ

う

な
理
念

に
も
と
つ

く
交

通
規
制

は
、
合

理
的

な

一
般
市

民

を
対
象

と

し
て
予
定

す

る
刑
法

に
調

和

し
、

こ
れ

に
吸
収

さ

せ

る

こ
と
が

で

き

る
。

し
た
が

っ
て
、
そ

の
よ
う
な
道

路
交

通
法

の
規
制

は
、
刑

法

の
単
な

る
形

式
上

の
特

別
法

で

し

か
な

く

な

る

の
で
あ

る
。

③

刑
法

と
交

通

法

に
お
け

る
規
制

対
象

の
限

界

は
明
確

で
は
な

い
。
我

国

の
刑
法

は
、

陸
路

の
損

壊

・
縫
塞

に
よ

る
往

来
妨
審

二

二
四
条

一
項
)
を

別

に
す

る
と
、

鉄

道

.
水
路

の
交

通
機
関

に
対
す

る
妨
害

・
危

険
行

為

(
=

西

条
～

一
二
九
条
)
を
禁

止
す

る
だ
け

で
・

そ
れ
以

外

の
交

通
危
険

行
為

の
規

制

に

つ
い
て
は
交
通
法

等

の
特

別
刑

法

に
委

ね

て

い
る
。
道

路
交

通

に
関

し
て

い
え
ば

、

道
路

・
道
路

施

設

の
損
壊

.
妨
害

、
自

動
車

の
転

覆

.
破
壊

、

乗
客
等

の
殺
傷

お

よ
び
飲

酒

過

労
運
転

等

の
交

通

危

険

犯

は
、
道
路
法

・
高

速
自

動
車

国
道
法

適

路
運
送
法

お
よ
び
道
肇

通
蒙

で
規
制
さ
れ

て
い
郁

こ
れ

に
対
し
て
・
西
ド
イ

ッ
刑
法
は
こ

」
れ
ら

の
交
通
危
険
犯
を
・

生
命

.
身
体

.
肇

な
財
産

に
対
す
る
具
体
的
危
険
行
為

に
重
点
を
置
き
な
が
ら
も
、

一
括
し
て
規
制
す

る
方
策
を
示
し
て

い
菊

と
も
あ
れ
、

こ
の
よ
う
な
交
通
危
険
犯
を
刑
法
と
特
別
刑
法
と
の
い
ず
れ

の
実
体
法

で
規
制
す

る
か
は
、
必
ず
し
も
重
要

で
は
な
い
。

む
し
ろ
重
要
な

の
は
、
第

一
に
、

こ
の
よ
う
な
危
険
犯

に
至
ら
な
い
行
為

に
も
交
通
規
制
を
し
て
、
そ

の
違
反
を
処
罰
す

る
こ
と
が
許
さ

れ

る
か
、
第

二
に
、
そ

の
違
反
を
処
罰
す
る
手
続
的
保
障
が
充
分
か
ど
う
か
で
あ

る
。
道
路
交
通
法

に
違
反
す
る
罪

に
は
、
交
通
反
則
手

続
や
略
式
手
続

し
か
通
常
予
定
さ
れ

て
い
な

い
た
め
、
危
険
擬
制
が
あ

っ
て
も

こ
れ
を
争

う
手
続
的
保
障

に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。

2

交
通
規
制
と
事
故

の
抑
止

ω

標
識
等
が
道
路
交
通

に
お
け

る
具
体
的
危
険
状
況
を
交
通
情
報
と
し
て
伝
達
す
る
な
ら
ば
、
交
通
関
与
者
は
そ

の
規
制
を
遵
守
す

る
必
要

に
迫

ら
れ

る
。

こ
の
意
味

で
も
、
交
通
規
制

は
交
通
危
険
を
回
避
す

る
た
め
に
必
要
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
そ

の

「
必
要
性

の
基
準
」
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
単

に
保
護
法
益
と

の
関
係

で
抽
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増
減
率
(%
)
20
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0

10

20

対
前
年
度

一

一

第1図 自動車走行キロの推移

＼

対
前
年
度
増
漉
率

指
数

150
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』

指

数

㎜

昭 和4546474δ43りUJIo6060母JJ凱

年度

注1運 輸省資料に よる。

2交 通事故死傷者数は,警 察庁資料に よる。

(昭和59年 版 交通安全白書第4図 に よる。)

象
的
か

つ
論
理
的

に
決
定
さ
れ

る
べ
き

で

は
な
く
、
交
通

の
現
状

に
対
応

し
た
も

の

で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
。

道
路
交
通
取
締
法
が
全
面
改
正
さ
れ
、

昭
和
三
五
年

に
成
立
し
た
道
路
交
通
法

の

目
的

に
は
、

「
交
通

の
安
全
」

に

「
交
通

の
円
滑
」
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
昭
和
四

五
年

の

一
部
改
正
に
よ
り

「
道
路

の
交
通

に
起
因
す
る
障
害

の
防
止
」
が
加
え
ら
れ

た

(
一
条

・
四
条
)
。

国
土
が
狭
く
人

口
密

度
が
高
く
、
都
市
計
画
も
不
充
分
な
ま
ま

に
急
激
な
自
動
車
交
通

の
増
大
を
迎
え
た

我
国
で
は
、
人

々
の
生
活
圏
を
幹
線
道
路

(128) 128

が
貫

通

し
て
分
断

し

て

い
る
た

め
、
排
気

ガ

ス

・
騒
音
振

動
等

に
ょ

る
公
害

・
環
護

壊

の
問

題

も
そ
れ

だ
け
深

刻

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
し
て
・
交

通

規
制

は
、

他
人

の
生
命

身

体

に
対

す

る
直

接
的

な
危
害

の
防
止

の
み

で
は
な
く

、
交

通
環
境

と

い
う
総

A
、

要

角
度

か
ら
の
合
理
的

「
基
準
」
を
難

す

る
必
要
が
あ
華

し
か
し
、
何
よ
り
も

「
交
通
撃

」
と
呼
ば
れ
る
交
通
叢

の
契

現

象

に
対
処
す

る
た
め
に
、
交
通
規
禦

積
極
的
な
役
割
藁

す
べ
き

こ
と

は
、
お
・よ
そ
否
定

で
き
な

い
の
で
あ

.⇔
。

 ②

不
慮

の
事
故

に
よ
る
死
亡
原
因
中

に
占

め
る
自
動
車
事
故
の
割
合

は
、
昭
和
二
五
年
以
来
増
加
傾
向
を
示
し
、
昭
和
三

奪

以
後



道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

に
は
笙

位

に
達

し
、
昭
和
四
五
年

に
は
人

・

δ

万
人
当
り
二
〇

・
九
人

の
最
高
値
を
示
し
た
後

に
ば
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
た
が
・

近
年
再
び
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
四
五
年

に
死
傷
者
数

δ

○

万
人

に
近
い
史
叢

悪

の
数
値
が
記
録
さ
れ
た
後

に
は
・

道
路
交
通
事
故
件
数
も
八
年
連
続
し
て
減
少
し
て
き
た
が
、
昭
和
五
三
年
以
後

に
矯

加
傾
向
を
示
し
、
昭
和
五
八
年

に

は
対

前

年

比

働島鱗
㈱

鵜轍灘聰第

示鵜滴
!

識標

機
等

路

号
避

近

儒
歩
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/
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ノ
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ノ
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ノ

サ
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∠

/

.
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/

1

轍脳辮一一一一一一

4

一

.

一距

1
1
∬∠

、、
、

数者
数

傷
者

負
死

轍

期
㎜

㎜
鞭

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜

㎜
蜘
㎜

獅
伽
珈

伽
綱
珈

脚
・。・。
"
・。
・。

　
昭

い涯蝕

臨

遡

灘

。
者

歩

る

行

断

)

横

。

あ

歩

下

る

で

車

.驚

雛

る

現

道

橋

犯

叢

騨

慧

羅

錨

鍵
解

羅

及

全

と

断

望

難

購
.畿

う

-
漏

9
郁

3

4

注

四

.
八
%

(
二
四
、

一
〇

一
件
)

の
増

加

と

な

っ
て

い
る
。
他
方

で

は
、

昭
和

五

八
年

の
自

動
車
保

有
台
数

は
、
約

四
、

四
六
〇

万
台

と
な

り
、

昭
和

四
五
年

に

比

べ

る
と

二

・
四
倍

の
増

加
率

を
示

し
、

対

前
年

比

四

・
三
%

(約

一
八
三
万
台
)

増

加

し

て

い
る
。

ま

た
、

昭
和

五

八
年

の
運
転
免

許
保

有
者
数

は
、
約

四
、

八

八

一
万
人

と
な

り
、

一
六
歳

以
上

の
運

転
免

許

適
齢
人

口
中

の
過

半
数

を
超

え
、

男
性

で

は
約

一

・
三

人

に

一
人

、
女
性

で

は
約

二

・
九
人

に

一
人

の
割

合

に
な

り
、

昭

和

四
五
年

に
比

べ

る
と

約

…

・

九
倍

に
達

し

て

い
る
。

さ

ら

に
、
自

動

車
走

行

キ

ロ
数

に
お

い
て
、

昭
和

五
七
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年
盗

昭
和
四
五
幾

の
約

∵

八
倍

の
伸
び
を

小
し
て
襯

そ
し
て
、
第
・
図

に
ょ
る
と
、
走
行

キ

・
数
と
交
通
事
故
死
傷
姦

し
、

の
穫

増
藥

些

定

の
対
応
関
係
が
認

逡

れ
}勾
が
、
第
2
図

に
よ
や

.し
、
近
黛

・
は
交
通
塞

施
設
数

の
増
加
と
交
通
叢

死
傷
者

の
減
少
と

に
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
讐

な

っ
て
い
る
こ
と

気

つ
く
.
し
か
し
、
道
路

δ

・

キ

・
当
り
の
信
猛弓
機

.
大
型
固
鰻

標

識

・
横
断
歩
道

の
設
駿

に
つ
い
て
見
る
と
、
篇

水
準

の
低

い
県

で
は
交
通
事
故
祷

遼

.回
い
と

い
・つ
分
析
も
示
さ
れ
て

い
る
。

い

ず
れ

に
し
て
も
・

こ
の
よ
う
な
概
括
的
な
鉾

値
か
ら
、
交
通
護

と
交
通
禍

と

の
魔

、心な
関
係

を
目
奮

に
把
握
す

.⇔
の
は
困
讐

あ

り
二

定

の
結

論
を
導

の
箪

計

に
過

ぎ

よ
う
。

し
か
し
、
交

通
禍

の
あ

る

べ
藩
、

「
輩

」

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う
な

い
く

つ
か

の
視
点

を
提

示
す

る

こ
と

は
許

さ
れ

る
と

思

わ
れ

る

の
で
あ

る

。

130Cz3a)

3

交
通
規
制
と
抽
象
的
危
険

の

交
通
撃

漠

自
ら

の
判
断

に
も
と
つ

い
て
合
理
的
な
行
動
を
と

る
こ
と

に
な
る
か
ら
、
擶

を
し
な
く
と
も
交
通

の
塞

と
円

滑
測
自
律
的
に
護

さ
れ
る
.
こ
の
よ
蒸

合
理
的
な
行
薯

読

」
を
慕
準
と
す
る

「
自
由
放
任
主
義
的
な
市
民
法
理
念
」
は
、

現
実

の
交
通
事
故
等

の
状
況

に
直
面
し
て
、
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

 交
蟄

故

の
加
害
者
も
馨

者
も
・
良
識
あ
る
交
通
閤

章

デ

ル
か
ら
の
逸
脱
者

で
あ

る
と

し
て
、

こ
れ
翼

端
視
す
る
.」
と
が
許

さ
れ
な

い
程
の
葵

薮

に
増
大

し
て

嘉

化
す

る
に
至

ぞ

い
る
か
ら
で
あ
る
。
交
通
撃

者

は
、
嶺

的

に
は
、
案

の
馨

藷

内

に
あ

る
と
信

じ
る

百

己

の
交
魏

篁

に
も
ζ

つ
い
て
行
動
す

る
。
し
か
し
、
交
通
護

数

の
増
大
は
、
嶺

的

に
は
、
そ
の
よ
う

な
行
薯

の
内

面
的
交
魏

範
が
交
婆

全

に
と

ぞ

ム
・
理
的

で
な
か

っ
た
こ
妄

証
明
す
る
も

の
で
あ
る
。
地
方

に
ま
で
拡
散
し
て
い

る
交
通
渋
滞

の
現
象
も
・
行
薯

の
錫

が
交
通

の
円
滑

に
と

っ
て
A
・
理
的
で
は
な
か

っ
た

こ
と
を
示
鯨

の
で
あ

る
.
.ぢ

し
て
、
行

嚢

の
自
健

の
み
委

ね
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
他
律
的
な
交
通
規
制
が
必
要

に
な
る
の
で
あ
る
。



道路交通法における交通規制と刑舞規制の限界

②

で
は
、
他
律
的
規
範
と
し
て
、
具
体
的
な
交
通
危
険

の
情
報

を
伝
達
す
る

「
最
小
限
度

の
交
通
規
制
」
と

い
う

「
伝
統
的
な
刑
法

理
念
」
の
実
現

の
み
で
充
分

で
あ

ろ
う
か
。

こ
れ
も
疑
問
な

の
で
あ

り
、
む

し
ろ

「
大
量
交
通
」
と

い
う
事
態
が

「
後
見
的

で
画

　
的
な

交

通
規
制
」
を
必
要
最
小
限
度

の
刑
事
規
制
と

し
て
許
容
す
る
こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。

具
体
的
危
険

に
も
と
つ
く
最
小
限
度

の
規
制

モ
副ア
ル
は
、
国
家
刑
罰
権

の
濫

用
防
止
を
刑
事
規
制

の
最
高
理
念
と
す

q
も

の
穣

そ
れ

自

体

は
正
当

な
も

の
と

し

て
承

認
し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

し

か
し

、
そ

の
必
要
最

小

限
度

の
刑
罰

権
行

使
が

必

然
的

に
生
命

・
身

体

筆

に
対
す

る

具
体

的
危

険

の
存
在

を
要

件
と

す

る
も

の
で

は
な

い
。

そ

し

て
、

交

通
犯

罪

の
よ
う

な
大

量
犯
罪

(フh
m
のωΦ
コ
乱
①
一一犀
樽)

に
お

い

　
め
　

て
も

「
危
険
擬
制
」

に
も
と
つ
く
処
罰

は
許
さ
れ
な

い
。

危
険
擬
制

に
な
る
か
査

か
は
、
た
だ
単

に

一
定

の
保
護

法
益
を
前
提
と
し
て
、
危
険

の
本
質
を

め
ぐ

る

　
定

の
危
険
概
念

に
依
拠
し
て
、

演
繹
的

に
画
定
す

る
だ
け

で
は
不
充
分

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
個

々
の
犯
罪
規
定

の
目
的

・
保
護
法
益

・
行
為

の
規
定
内
容

・
規
定
方
法

の

補
充
性

.
予
定
さ
れ

る
刑
事
手
続
お
よ
び
そ
の
実
効
性
等
と
そ

の
法
定
刑
と
の
均
衡
を
総
合
的

に
考
量
し
て
、
そ

の
行
為

の
不
法
性

に
相

応
す
る
危
険
の
讐

婁

ら
び
に
危
険
判
断
の
輩

が
画
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
鰺

す
な
わ
ち
・
姿

上
個
々
の
妻

ξ

い
て
裁
判
所

の
危
険
認
定
を
必
要
と
す
る
形
式
上
の
具
体
的
危
険
犯

で
あ
れ
、

そ
う

で
は
な
い
実
質
上
の
具
体
的
危
険
犯
ま
た
は
抽
象
的
危
険
犯
も
し

く

は
形
式
犯

で
あ
れ
、
そ

の
犯
罪

の
処
罰
根
拠
と
な

っ
て
い
る
不
法

に
相
応
し
い

「
危
険

の
内
容
と
程
度
」
が
充

足
さ
れ
て
い
る
か
否
か

が
重
要
な

の
で
あ

る
。

こ
の
意
味

で
の
危
険
擬
制

の
お
そ
れ
が
あ

る
場
合

に
は
、
そ
れ
を
争
う

こ
と
が

で
き
る
手
続
的
保
障
が
必
要

に
な
る
。
し
か
し
、

こ
の

よ
う
な
手
続
的
保
障
が
不
充
分
な
交
通
反
則
手
続

や
交
通
略
式
手
続
し
か
通
常
予
定

さ
れ
て

い
な

い
交
通
規
制

に
違
反
す

る
罪

に
お
い
て

は
、

こ
れ

に
対
す
る
反
則
傘

刑
罰

に
相
応

し

い
類
型
的
危
険
が
行
為

に
常

に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
必
要

に
な
鱒

し
た
が

っ
て
・

個

々
の
行
為
自
休

の
不
法
性

よ
り
も
、
そ

の
違
反
行
為

の
前
提
と
な
る
交
通
規
制

の
適
法
性
を
厳
格

に
判
断
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ

の
限
り

(131)131



で
は

い
わ

ゆ

る
抽

象

的
危
険

行
為

で
も
足

り

る

の
で
あ

る
。

㈲

具
体
的
危
険

の
有
無
は
、
行
為
時

に
現
存

し
た
多
様
な
華

情

(葉

の
諸
条
件
)
を
総
A
・
し
て
初

め
て
判
断
可
能

に
な

る
。
し
た

が

っ
て
・
そ

の
判
断

は
・
事
後
的
な
裁
判
時

に
お
い
て
も
、
決
し
て
容
易

で
は
な

い
。
そ

の
判
断

の
困
讐

は
、
危
険
性

の
基
準

.
構
造

筐

関
す
る
理
論
的
な
魁

や
対
立

の
み
に
尽
き

る
も
の
で
は
な

い
。
た
と
え
、
具
体
的
危
険
性
が
嚢

上
は
質
的

に
限
界
㌶

る
.」
と

が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
個

々
の
妻

に
適
川
し
て
行
う
危
険
判
断

に
は
大
き
な
偏
差
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
嘱

る
。
.あ

限

り

で
・
仮

り

に
具

体
的

危
険

の
存
在

を
要

求

し

て
も

、
充

分

に
は
処

罰

の
合
理
的

限

定

を
も

た
ら
す

こ
と

に
は
な

ら
な

い
。

裁
判
規
範

に
お
け

垂

後
的
な
危
険
認
定

に
お
い
て
す
ら
柑
当

の
偏
差
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
行
為
規
範

に
お
け
る
事
前
的
な
危
険
判
断

は

一
層
困
難

で
あ

ろ
う
。
高
速
度
交
通
手
段

に
お
い
て
瞬
時

の
う
ち
に
具
体
的
状
況

に
即
し
た
危
険
回
避

の
た
め
の
的
確
な
判
断
を
交
通

関
与
者

に
要
求
す

る
こ
と

は
、
行
為
者

に
不
罷

姦

い
る
に
近

い
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
も
、
彪
大
姦

の
交
通
事
故

の
発
生

は
、
行
為

者

の
危
険
判
断
が
結
果
的

に
は
誤

ぞ

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ

の
危
険
行
為
か
ら
惹
起
さ
れ
た
結
果
が
予
見
回

避
不

可
能

な
場

合

を
除

い
て
、
過

失
犯

の
罪

責

を
認

め

る

の
は
行

為
者

に
可
能

な

よ
り

注
出口心深

い
行

為

を
要
求

す

る
た

め

に
や

む
を

.兄
な

い

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

同

じ
基

準

を
交

通
規

制

に
も
要

求
す

る

こ
と

は
、
同

じ
数

の
過
失

に
ょ

る
交

通
事

故

の
発

生

を
許

容

す

る

こ
と

に
な

る
。

　
お
　

こ
の
よ
う
な
事
故

の
発
生
を
未
然

に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者

の
危
険
判
断
と
結
果
防
止
措
置

の
過
誤
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
内
容
を
示
す
交
魏

制
で
あ
る
こ
と
が
要
苑響

れ
葡

す
な
わ
ち
、
具
体
的
状
況
に
対
す
る
篠

判
断
を
行
薯

に
委
ね
る
交
魏

制

で
は
な
く
、
逆

に
交
通
規
制
が
具
体
的
状
況

に
お
け
る
危
険

を
行
為
者

に
教
示
し
、

し
か
も
具
体
的
危
険
状
況

に
陥

る
こ
と
を
防
止
す
る

内
容

の
規
制

で
あ

る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な

「
条
件
反
射
的

な
動
機
づ
け
」

の
た
め
の
交
通
規
制

は
、
そ

の
標
識

等

の
表
示
が
様
式
的

に
類
型
化

さ
れ
、
空
間
的

・
時
間
的

に
固
定
化
さ
れ

る
と

い
う
技
術
的
制
約
か
ら
し
て
、
必
然
的

に
具
体
的
な
交
通
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

状
況

に
対
応
し
な

い
抽
象
的
危
険

に
依
拠
す

る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ

る
。

ω

我
国

に
お
け

る
運
転
免
許
保
有
者
数
と
自
動
車

の
走
行
累
積

キ

ロ
数

の
増
大
も
、
抽
象
的
危
険

の
交
通
規
制

の
拡
大

に
つ
な
が

る
。

(
34
)

自

動

車

運
転

は
人

の
生
命

.
身

体

.
自
由

.
財

産

を
侵

害

す

る
危

険

を
内
在

し

て
い

る
が

、
そ

の
抽
象

的
危

険
ゆ

え

に
運
転
行

為

を

一
律

に
禁

止
す

る

こ
と

は
、
そ

の
効

用
を

無
視
す

る
も

の
で
許

さ
れ
な

い
。
そ

こ
で
、

こ

の
抽

象
的
危

険
を
防

止

で
き

る
最

低

限
度

の
運
転

能

力

を
有
す

る
者

に
の
み
、

運
転
資

格
が
与

え

ら
れ

る
。
す

な
わ

ち
、

免
許

の
申
請

・
試

験

を
経

て
、
自
動

車
等

の
運
転

に
必
要

な
適

性

・

技

能

.
知

識

(
こ
れ
に
は
交
通
法
規

に
関
す
る
も

の
も
含
ま
れ
る
。)
が
あ

る
と

認

め
ら
れ

る
者

に
は
、
免
許
証

の
交

付

に
よ

っ
て
運

転
資
格

が

与

・兄
ら
れ

る

の
で
あ

る

(道
交
法
八
八
条
～

一
〇
七
条
の

一
〇
)
。

こ
の
運
転

免

許

は
、
交

通
法

規

の
違
反
者

に
対

す

る
免

許

の
取
消

・
停

止

等

の
行

政
処
分

を

通
じ

て
、
交

通
安

全

の
た

め
に
運
転
者

を
教

育

・
管

理
す

る
制
度

で
も

あ

る
。

そ

こ
で
、
自

動
車

お
よ
び
原
動
機

付

自

(
35

)

転
車

の
運
転

に
は
、
公
安
委
員
会

の
運
転
免
許
が
必
要

に
な
る
の
で
あ
る

(道
交
法
六
四
条

・
八
四
条

一
項
)
。
し
か
し
、
運
転
免
許
保
有
者

数

の
増
大

に
伴

い
、

形
式

(法
令
)
上
は
免
許

に
必
要
な
最
低
限
度

の
能
力
が
あ
る

こ
と
に
な
る
が
、

事
実
上

は
運
転

の
智
慣
を
欠
く
た

め
に
運
転
技
能
等

の
未
熟

蓮

転
者
や
運
転
技
能
等
が
相
対
的

に
低

い
層

に
属
す
る
運
讐

の
数
も
増
大
す

る
こ
と

に
な
翰
～
そ
う
す
る

と
、

こ
の
よ
う
な
適
性

.
技
能

・
知
識
に
乏
し
い
運
転
者

の
交
通
関
与
を
予
定
し
た
基
準

で
交
通
規
制
が
定

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
老
人
や
子
供
を
含
む
歩
行
者

や
自
転
車
等

の
い
わ
ゆ

る
交
通
弱
者

の
関
与
を
前
提
と
し
て
、
交
通
規
制

は
定
め

ら
れ
る
必
要
が
あ

る
。

こ
う
し
て
、
交
通
法
が
社
会
法
化
す

る
と
、
安
全
基
準
は
高
く
設
定
さ
れ
、
交
通
強
者

に
と

っ
て
は
具
体
的
危
険

が
な
い
場
合

で
も
、
抽
象
的
危
険

に
も
と
つ
く
交
通
規
制
が
実
施
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。

走
行

キ

・
数

の
増
大

は
、

芳

で
は
交
通
過
密
化
に
よ
り
走
行
速
度
が
低
下
し
て
、
事
故

に
ょ
る
死
傷
者
数

の
低
下
を
も

た
ら
す
。
他

㈲

方

で
は
交
通
関
与
者

の
相
互
干
渉

.
交
錯

の
機
会
が
増
大
す
る
た
め

に
発
生
す
る
事
故
数

は
増
大
す

る
の
で
、
交
通
規
制
が
形
成
す
る
交

通
秩
序

に
よ

っ
て
交
通

の
干
渉

・
競
合
を
減
少
さ
せ
る
必
要
も
高
ま
る
。
ま
た
、
道
路
網

の
整
備

・
拡
大

の
輩

と
し
て
交
通
の
活
動
領

鵬



域

も
拡

散

す

る
た

め
、
そ

の
地
域

の
交

通

環
境

に

つ
い
て
知
識

の
乏

し

い
運
転

者

で
も
安
全

に
行

動

す

る

こ
と
が

で
き

る
よ
う
な
規

制

を

行

う
必
要
が

生

じ

た
。

こ
の
よ
う

に

し
て
、
標

識
等

に
よ

る
後

見
的

な
交

通
規

制

を
行
う
需

要
が

社
会

的

に
高

ま

っ
た

の
で
あ

る
。

(
37
)

⑤

危
険

回
避
能
力

の
低

い
人

々
を
基

準
と

し

て
、

い
か

な

る
交

通
関
与

者

に
も

「
わ

か
り
や
す

い
」
交

通
規

制
が

必
要

に
な

る
。

そ

れ

は
、
行

為
者

に
規

定

の
記
憶

と
解

釈

と
を
要

求
す

る
法

令
自

体

に
よ
る

一
般

的
規

制

で

は
充
分

で
な

い
。
了
解

の
困
難

な
規
制

は
、
行

為

者

に
と

っ
て

は
無

に
等

し

い
か

ら

で
あ

る
。

し

か
し
、

「
わ

か
り
や
す

い
」

規
制

は
、
単

純

で
類
型

的

な
内
容

で
あ

ろ
う
と

し
て
、
複

雑

な
具
体

的
事

情

を
捨
象

し
た
抽
象

的
危

険

に
依
拠

す

る
傾
向

を
示

す

こ
と

に
な

る
。
そ

こ
で
、
危

険
擬

制

を
最

小

限

に
と

ど

め
る
た

め

に
も
、

具
体
的

な
地
域

の
交

通
事
情

に
即

し
て
設
鷹

さ

れ

る
標

識
等

に
も
と
つ

く

交
通
規

制

で
あ

る
こ
と
が
望

ま
れ

る
。

そ

れ

に
し

て
も
、
前

述

し

た
よ
う

な
技

術
的
制

約

か
ら

し

て
、

具
体

的
危

険

を
欠

く
規
制

に
な

る

こ
と

を
避
け

ら
れ

な

い
た

め
、
そ

の

規
制

は
行

為
者

に
と

っ
て
規
範

と

し

て

の
内
面

的
抑

止
力

の
乏

し

い
も

の
に
な

る
。
そ
れ

に
も

か

か
わ

ら
ず

、
大

最
交

通

の
現
状

を
前
提

と
す
れ

ば
、
交

通

規
制

に
よ

っ
て
形

成
さ

れ

る
交

通
秩

序
が

交

通

の
不
要
な

干
渉

・
交

錯

を
減

少

さ

せ
、
交
通

の
安
全

と

円
滑

お

よ
び
環

境

保
全

を
も

た

ら
す

の
で
あ

れ
ぽ

、

そ

の
規
範

が

外
在

的
抑

止
力

と

な

る
警

察

の
交

通
取
締

に
よ

り
確
証

さ
れ

る

こ
と
も

や
む

を
え

な

い

の
で
あ
墾

こ
の
必
要
悪

は
・
例
外
な
く
規
範
を
導

す
る
と

い
う
条
件
反
射
的
な
行
為

の
動
機

つ
け
ま
た
は
学
習
理
論

に
よ

っ
て
交
通

(
}く
L
3'
覧
)

関
与
者
を
教
化
す
る
こ
と

で
、

マ
ク

ロ
的

に
考
察
す
れ
ば
具
体
的
危
険
が
発
生
し
た
際

の
結
果
回
避

に
も
資
す

る
こ
と

に
な
る
。

こ
う
し

て
、
交
通
規
制

の
技
術
的
な
有
用
性
と
実
効
性
が

一
般

に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
抽
象
的
危
険

に
も
と
つ
く
交
通
規
制

に
違
反
す

る
罪

は
単
な
る
法
定
犯
か
ら
自
然
犯

へ
と
転
化
し
て
、
行
為
者

の
内
而
的
抑
止
力
と
結

び

つ
く

こ
と

に
も
な
る
。

㈲

広
範
な
交
通
規
制

は
、
大
量

の
交
通
違
反
を
生
む
。
そ
の
違
反

の
約
八
割

は
、
簡
易
迅
速
な
手
続
的
処
理
と
即
罰
的
な
効
果
を
あ

げ

る
た

め
に
昭
和
四
三
年

か
ら
施
行
さ
れ
た

「
交
通
反
則
通
告
制
度
」
(道
交
法

一
二
五
条
～

=
二
〇
条
の
二
)
に
も
と
つ

い
て
処
理
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
通
告

の
内
容

に
争

い
が
あ

る
場
合

に
も
、
通
告

に
対
す

る
不
服
申
立
制
度
ま
た
は
司
法
的
救
済
制
度

は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

通
告
を
受
け
た
者

は
反
則
金
不
納
付

に
よ

っ
て
刑
事
手
続

で
違
反
の
成
否
を
争
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
反
則
金

不
納
付

の
馨

で
も
、
行
為
者
が
同
意
す

る
限
り
、
公
判
手
続
を
欠
く
交
通
略
李

続

で
処
理
さ
れ
う

」
と

に
な
菊

い
ず
れ
に
し
て
も
・
軽
微

な
交
通
違
反

で
あ
る
場
合

に
は
、
通
告

に
不
服
が
あ

っ
て
も
反
則
金
を
納
付
し
て
し
ま
う
か
、
略
式
手
続

に
同
意
し
て
し
ま
う
こ
と
も
多

い
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
手
続

の
実
体
的
な
適

正
さ
は
、
違
反
行
為
を
現
認
し
て
交
通
切
符
を

作
成
す

る
警
察
官
等

の
処
分
の
適
正
さ
に
基
本
的

に
は
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
処
分

の
適
正
さ
を
担
保
す

る
に
は
、
そ

の
違
反
行

為
が

こ
れ
を
認
知
す

る
警
審

等

に
と

ぞ

も

一
義
的

に
明
皇

あ

る
こ
と
を
必
要
と
す
菊

そ

の
た
め
に
は
・
そ

の
違
反

の
前
提
と
な

る
交
通
規
制

の
明
確
性
も
標
識
等

の

「
わ
か
り
や
す
さ
」

に
よ

っ
て
担
保
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
も
、
交
通
規
制
と
そ

の
違
反

の
成
否
が
具
体
的

な
行
為
状
況

に
も
と
つ
く
危
険

性
に
依
拠
す

る
こ
と

に
な
れ
ば
、
警
察
官
等

の

認
知
と
処
分
と
が
誤
り
で
公
正
さ
を
失
う
お
そ
れ
が
高
く

な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
是
正
さ
れ
ず

に
終

る
可
能
性
が
高

い
の
で
あ

る
。

こ
の

よ
う
な
弊
害

は
、
反
則
金
納
付

や
交
通
略
式
手
続

へ
の
同
意
が
そ

の
者

の
処
分
権

に
も
と
つ
く

一
種

の
私
和

で
あ
る
と
か
、
納
付
金
が
交

通
安
全
施
設

の
整
備
拡
充

に
も
利
用
さ
れ
る

(
道
交
法
附
則

一
六
条
)
と
か
の
理
由

で
は
、
充
分

に
正
当
化
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。

と
も

あ
れ
、

こ
の
手
続
上

の
問
題
点

は
、
標
識
等

に
よ
る
交
通
規
制

の
適
法
性

・
有
効
性
を
厳
格

に
解
す
べ
き
要
請
と
結
び

つ
く

こ
と

に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
通
常

の
刑
事
裁
判
で
交
通
規
制

の
効
力
が
争
わ
れ
た
事
案

は
、
標
識
等

の
不
備

の
た
め
に
交
通
違
反
者
と
し
て
処
理
さ
れ

た
多
く

の
事
件

の
氷
山

の

一
角

で
し
か
な

い
か
ら
で
あ

る
。

な
お
、
軽
微
な
道
路
交
通
法
違
反
が
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
れ

に
行
政
罰
で
は
な
く
罰
金

(
刑
罰
)

を
科
す

こ
と
、

お

よ
び
、
反
則
金
不
納
薯

へ
の
刑
事
手
続
爵

し
て
は
、
渠

的
姦

弊

提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
欝

董

ね
た
い
・
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4

標
示
に
よ
る
規
制

の
限
界

ω

交
通
規
制

に
お
け
る

「
法
令
義

」
と

「
標
示
義

」
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
糞

が
あ

る
の
で
あ

ろ
う
か
。
標
馨

に
ょ
る
交

通
規
制

は
・

彊

の
地
点
を
限
定

し
窺

制
で
あ
る
た
め
、

こ
れ

に
馴

妄

な
い
規
禦

あ
り
、
標
馨

の
設
置

.
鐘

の
技
術
的
制
約

か
ら
生
じ
る
問
題

に
も
直
面
す
る
。
道
路
交
通
法

の
若

干
の
規
定
を
例

に
と

っ
て
検
討

し
た
い
。

道
路
交
通
法
二
二
条

蚕

は
、
車
両

の
最
高
速
度

ξ

い
て
、
次

の
よ
う
に
定

め
る
。

董

両

は
、
道
路
標
馨

に
ょ
り
そ

の
最
高
速

度

が
指

定

さ
れ

て

い
る
道

路

に
お

い
て

は
そ

の
最

高

速
度

を

」
(標
示
に
よ
る
規
制
)、

「
そ

の
他

の
道
路

に
お

い
て

は
政

令

で
定

め

る
量

.回

速
度

を

こ
え

る
速
度

で
進

行

し

て
は
な

ら
な

い
」
(
法
令
に
よ
る
規
制
)
。

こ
の

「
政
令

で
定

め
る
最
高
速
塵

ξ

い
て
は
、

道
路
交
通
法
施
行
令

=

条

(高
速
自
動
車
国
道
の
本
墾

道
以
外
の
道
路
通
行
に
お

け
る
最
高
蓬

)
.
三

条

(他
の
車
要

牽
引
通
行
す
霧

合
等
の
特
例
)
三

七
条

の
二

(山ロ回速
島

歯

道
の
森

轟

通
行
に
お
け
る
最
山口同
速

度
)
・

道
路
交
通
法
施
窺

則
五
条

の
三

(自
動
二
輪
車
の
最
高
罷

を
区
分
す
る
膓

機
の
大
き
さ
)

に
定

め
が
あ

る
。

.あ

よ
う
に
、
法
令

に
ょ

る
規
制

は
・
個

々
の
道

路

お
よ
び

一
定

の
場
所

・
区

間

・
区
域

に
即

応
す

る
個

別
的

な
禁

止

.
制

限

を
す

る

.」
と

が

で
き

な

い
と

い

う
短
所

の
反

面
と

し

て
、

一
般
的

な
道

路

・
車
両

・
状

況
等

の
区
分

と
差
異

に
対

応
す

る
包

括
的

な
禁

止

.
制

限

を
す

る

.」
と

が

で
き

る

と

い
う
長
所
を
も

つ
・
特

に
地
点
を
限
定
す
る
禁
止

・
制
限

に
馴

妄

な
い
場
ム
・
と
し
て
、
①
無
燈
火

.
書

積
載
制
限
違
反

.
整
備
装

置

不
良

の
車
両

運
転

等

(道
交
法

五
二
条

・
五
五
条

・
五
七
条

二
三

条

ニ

ハ
三
条

の
二
)

の

軍

両

の
属

性

L
、

②

無
免

許

.
酒
気
帯

び

.
過

労
運
転
等

(同
六
四
条
⊥

ハ
六
条
)

の

「
運
転
者

の
属
性
」
、
③
共
同
危
険
行
為

・
無
謀
運
転

.
免
許
証
不
携
帯
筆

同
六
八
条

.
さ

条

.
九

五
条
)

の

「
運
転

態
様

」
・
④

交
通
事

故

の
措

置

(同
七
二
条

・
七
三
条
)

の
よ
う

な

「
特
定

状

況

に
応

じ
た
行
為

」
等

に
関

す

る
禁

止

.

制

限

に

つ
い

て
は
、
標

示

に
よ

る
規

制

が
技
術

的

に
困
難

で
あ

る
た

め
、
法

令

に
ょ

る
規
制

が

必
要

に
な

る
。

.、
の
よ
う
な
法

令

の
内
容

は
・

運

転
免

許
保

有
者

に
は
熟
知

さ
れ

て

い
る

こ
と
が

前

提
と

な

っ
て

い
る
。

し

か
し
、
そ

れ
を
忘

れ

た
り
知

ら
な

い
者

も
現
実

に
は
多
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く
、

,、
れ
ら
の
者

に
鏡

禦

導

さ
れ

る
可
能
性
は
乏
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
令

の
規
制

を
具
体
的
肇

に
あ
て
は
め
る
こ
と
が

行

為

老

に
は
必
ず

し
も
容

易

で
は
な

い
こ
と

も
あ

る
。

②

道
路
交
通
法

三
〇
条

は
、
車
両

に
ょ
る
追
越
し
を
禁
止
す
る
場
所
を
、
次

の
よ
う

に
定

め
て
い
る
・

「
道
路
標
馨

に
ょ
り
追
越

し
が
禁

止
さ
れ

て
い
る
道
路

の
部
分
」
(禁

に
よ
窺

制
)
お
よ
び

遭

路

の
ま
が

り
か
ど
附
近
、

上
り
坂

の
頂
上
附
近
又
は
勾
配

の
急

な
下

り
坂
」

(法
令
に
よ
る
規
制
)
。

、、
の
法

令

で
規
定

し

た
追
越

し
禁

止
地
占
描で

は
、
厳
密

に
ど

こ
ま

で
が

「
附

近
」

な

の
か

「
勾

配

の
急

な
」

下
り

坂
な

の

か
は
・

具
体

的
な
道
路

の
形
状
と

の
関
係
で
、
行
薯

が
判
断

に
迷
う

こ
と
も
多

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
場
合

糧

示

に
ょ

る
規
制
と
定

め
ら
れ

て
い
な

い
の
は
、
彪
大
姦

の
標
馨

を
設
學

る
必
要

に
迫
ら
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ

ろ
う
か
。

い
ず
れ

に
し
て
も
・
そ

の
地
点

の
規
制

を

明
確

に
認
識

さ

せ

る
必
要
が

あ

る
と
す

れ
ば

、
速

度
規
制

の
場
合

と

同
じ

く

、
標

示

に
ょ

る
規

制
が

望

ま
し

い
と

い
え

る
・

道
路
交
通
法
二
秦

の
二
は
、
車
両

の
横
断
等

の
禁
止
を
、
二
項
で
は

「
道
路
標
馨

」
に
ょ
り
、
そ
し
三

項
で
は
次
の

よ
乏

定

め

て

い
る
。

「
歩
行

者

又

は
他

の
車

両
等

の
正
常

な
交
通

を
妨
害

す

る
お
そ
れ

が
あ

る
と

き
」
(法
令
に
よ
る
規
制
)
。

.、
の

「
正
常
な
交
通
姦

害
す
る
お
そ
れ
」
と

い
う
具
体
的
状
況

に
お
け
る
危
険
判
断

は
、
行
為
時

に
は
運
転
者

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
瞬
時

に
的
難

判
断
が
漿

さ
れ

る
た
め
、
そ

の
判
断
を
誤

る
こ
と
も
少
な

く
あ

る
ま
い
。
し
か
し
・
前
述
し
た
譲

し
禁

止

場
所

の
受

.
と
異
な
り
、
状
況

に
応
じ
た
禁
止

で
あ

る
た
め
、

こ
の
規
制
を
標
馨

で
示
す

こ
と
は
困
難

で
あ
る
し
・
仮

に
標
示
化
し

て

も
規

制

の
実

効
性

が
高

ま

る

こ
と

も

な

い

の
で
あ

る
。

.あ

よ
う

に
、
標

示

に

ょ

る
交

魏

制

は
、
個

々
の
地
点

に
適
応

す

る
禁

止

・
制

限
が

で
き

る
と

い

っ
て
も

・
多
く

の
制

約

を
も

つ
・

そ

の
規
制
内
容
は
、
交
通
関
与
者

に
瞬
時

の
容
易

な
認
識

.
判
断
が

で
き

る
よ
う
に
類
型
的

に
単
純
化
さ
れ
、

し
か

も
特
定
地
点
に

憂

固
定
化
さ
れ

る
と
、
具
体
的
な
交
通
状
況

の
推
移

.
変
化

に
対
応

で
き
ず
、
合
理
性
を
失

う
こ
と
も
あ
る
・
そ
し
て
・
羅

な
事
態

に
対

(137)137
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ゐ
　

応
で
き
る
よ
う
に
姦

の
禁

を
組

み
合
わ
せ
た
り
す

る
と
、
規
制
内
容

の
瞬
時

の
認
馨

易
性
が
失
わ
れ

る
.」
と

に
も
な
る
。

.」
う
し

て
・
法
令

に
よ
る
規
制
と
標
示

に
よ
る
規
制

の
長
短
は
逆

の
関
係

に
立

つ
の
で
あ

る
か
ら
、
相
互
に
短
所
を
補
完

し
て
蓮

的
な
交
通
規

制

を
行
う

こ
と
が

要
請

さ
れ

る

こ
と

に
な

る
。

し
か
し

、
感

応

式
信

号
機

毒

変

式

標
識

の
よ
・り
に
、
標

示

に
ょ

る
規

制

の
短
所

を
補

完

す

る
麺

な
技
術

の
開
拓
と
導

入
が
嬰

れ
る
の
で
あ
墾

そ
し
て
、

二

あ

問
題
さ
え
解
決

で
き
れ
ば
、
交
魏

制

の
た
詮

麺

な
情
報
伝
達
技
術

を
駆
使
す
る

こ
と
が

可
能
蒔

袋

迎
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
決

し
て
交
叢

締

の
担
保
自
体
を

　
　
　

目
的

と
す

る
も

の

で
あ

っ
て

は
な

ら
な

い

の
で
あ

る
。

興難
麟
麟
辮
鋸
織
麟
麟
灘
難
羅　{

(41
)
ご
舘

講

ゼ
奮

れ
か
ら
の
交
諺

」
難

塗

蓑

変

昭
留
)
三

頁
は
、

「規
制
と
は
、
今
ま
で
の
交
通
の
流
れ
を
何
ら
か
の
形
に
変
え

る
た
め
・
既
存

の
交
通
方
法

に
変
更

を
加

え
て
好
芒

い
も

の
を
作

り
出
そ

り
と
い
う
こ
と
で
動

く
」
芒

て
い
る
。

霧
膿講
糠
㎝雛
簿
獣
蝶
翻
鞍
蝶

辮

藁

ど霞
難

編
酔鑓
鱗
諜

、雛

影
鯉
。慈

嚢

髪

藤

加踵
　鎌

と
結
論
づ

け
て
い
る
。

Crams) 138
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

(81)蕪

総
鱗
驚
騰

灘
甥蕪
簾

蟻

羅

準脚麟鞠
漣

㎝継

簸

畷聯

繋
灘
灘
灘

纏
織
鵡
鞭

逝禦

噸
幾

喝贈慕

魑

酪無
纏

ム欝
菱

ビ浦嘱
痩

鮮

卿嚢

(
別
)

中
村
修

「
交
通
霞

妄

通
篇

セ
ン
f

」
婁

学
論
集
三
六
竺

号

(召
8

拝
5
)

一
頁
以
下
讃

…・

蝋
蕪
灘
誰
鯵
麹
蝦
礁
覇
蜘欄曝
礁
墾
難
難
藻

が耀
羅
繹

蕎

難

如騨糠
鵜

瞬
薩

矯鱗
諜
纈勘難

麟

鰭
諜
麗
銑
餐

CI39)139
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井

・
前
掲
注

(13
)
=
二
七
頁
参
照
。

(
23
)

土
肥
鶴
信

「交
通
の
案

・
円
滑
と
交
通
安
舎

ろ
ア
ム
の
現
状
」
警
察
学
論
集
三
七
巻

一
〇
号

(
昭
59
)
四
〇
頁
。

(
42
)

社
会
に
お
け
る
島

裏

通
の

ヲ

ナ
ス
面
穣

」
を
蕎

し
て
、
「
自
動
車
交
鶏

用
の
あ
り
方
は
本
来
的

に
畠

で

め
る
べ
ぎ
だ
と
の
考
劣

」
々
総

禰

笹

籔

盤
舞

縫

鰐
、薮
難

劉
縫

聾

甕

聾
縫

鵜

察藤
糠
雛
岬羅

彫

(52
)
へ
箆

輪
黙

(餌
)養

は
・

「暴

利
用
者
ξ

て
・
も
っ
と
も
皇

翻

力
が
弱
遠

に
欲
求
力
の
強
い
の
が
、
章

ド
で
あ
る
」
し
、

「自
動

車
利
用
者

は
・
鉄

の
カ
プ
セ
ル
で
包
ま
れ
た
プ

ヲ
イ
バ
了

ゾ

ー
ン
を
島

車

の
中

に
持

つ
こ
と
に
吉

、
外
部
と
の

コ
、、三

y

イ

シ
.
ン
を
し

ゃ
断
さ
れ
、
裸

の

エ
ゴ
を
出
し
や
す

い
環
境
下

に
お
か
れ
る
。
」

と
指
摘
し

て
い
る
。
な
お
、
前

注
(
18
)
参
照
。

(%)参欄蓮

耀
鎧

鷲

幽
雛
讐
㍑縫

.♂
麺

嶺

蹄
に誘
鉾

蘇
魂

薄

嬬
饗

影

榔饗

獅

脳

難
矯
雛

談

蟹
鞍
鱒

糠
縞
篤
段
難

聾
.郵
グ郵
離
諌
雛

購

饗

冠難ビ

・
処
罰

の
禦

と
さ
れ
て
い
る
の
は
・
そ

の
よ
う

な
一有
為
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
」

と
し
て
、
抽
象
的
危
険
犯
を
承
華

る
蟻

貧

、

「
ビ

ン
デ
ィ

ン
グ

は
・
危
険

の
概
念
を
限
定
的

に
解
し
た
た
め

に
、
右

の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
る

に
至

っ
た

の
で
あ
る
」

と
し

て
い
る
。

(
72
)

平
野
龍

丁

刑
法
総
論
1

(
署

)

二

八
頁
、
内
田
文
照

刑
法
入

総
論
)

(
竪

)
九
八
頁
、

δ

○
頁
注
(
2
)
。
な
お
、
山
・
助
驚

は
、

「
抽
象
的
危

険
真

体
的
危
険
と
の
羨

・

危
険
判
断
に
際
し
て
許
さ
れ
る

「
抽
象
化
」

の
程
度
の
差

あ
る
」

(
山
・

.
前
掲
注
(
26
)
壕

吾

)

。、
の
葉

的
立
場
か
ら
、

「
法
文
上
規
寒

れ
た
慕

が
行
な
わ
れ
た
と
芝

は
発
生
す
る
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
法
養

害
の
可
能
性
を
、
具
体
的
髪

、
に
お
享

、認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
す
れ
ば
・
抽
象
的
農

の
発
生
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
モ

」
に
な
る
。」
と
し
、

そ
の
場
合
を
立
法
当
時

の
予
想
を
超
え
.勺

「
例
外
的
な
特
段
の
事
憤

の
存
庭

求

め
る

(璽

三
三
頁
)
・
し
か
し
・
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
危
険
擬
制

の
有
無
を
確
認
す
る
輩

が
不
明
難

ば
か
り
か
、
驕

曽

立
法
逆

よ
る
危
駿

制

を

承
認
す

る
方
向
に
至
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
28
)

長
井

・
前
掲
注
(
3
)
一
七
〇
頁
参
照
。

(
29

)

既

に

・

ρ

ρ

。・
仲
量

』

①
宮

£

①
寧

旨

g

鶏
・・
巳

喜

α・
①
コ
・
巴

ゆ

琴

量

σ
籍

蚤

店
Φ

く
Φ
『
ぴ
門
Φ
g

Φ
嵩
'
N
¢
陛

切
。
『
一。
謬

麟
づ
・q

鳥
の
吋

い
①
ゴ
『
①

§

く
賃

ω
g

巳

血
偉

2

<
2

鐸

Φ
g

Φ
。
.

器

げ
。。
峠

<
。
§

三

譜

2

撃
扁
「

鴨

。・
。
け
N
一
剛g

2

じd
。
ω
ニ
ヨ

ヨ

§

字q

菖

Φ
「

象

。

切
。
ω
陣
『
帥
h
=
コ
鎮

良
Φ
『

Φ
噌
の
陣
。
『
昌
・

甥
①
¢
。
。ロ

〉
器
ぼ
く

ユ
霧

O
ユ
ヨ
ぎ
巴
話
o
ゴ
仲の

切
拝

。。
(
一
。。
緩

ソ

ρ

b。
謡

{h.

9

昏。
餌

は
、
危
険
行
為

の
可
罰
性

が
法
規
で
汲
み
尽
く
さ
れ

て
お
ら
ず
具
体
的
事
情

に
大
き
く

依
存
す
る
犯
罪
で
は
・
嚢

や
そ
の
手
禦

そ
の
多
様
な
事
情
を
軽

し
て
処
罰
す
る
の
に
曹

て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
判
断
は
こ
れ
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
く
、
裁

Clio) 14D



道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

判
所
の
蓋

暴

ね
る
べ
き
で
あ
る
が
、
農

行
為
の
島

性
が
通
常
大
ぎ
く
異
な
る
こ
と
が
な
い
犯
罪
で
は
、
警
察
法
規
に
よ
る
処
罰
が

許

さ

れ

る
・
と
し
て
い

た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
岡
本

・
前
掲
注
(
26
)
六
六
頁
参
照
。

(
30
)

例

え
ば
、
野
村
稔

.
未
遂
犯

の
研
究

(
昭
59
)

三
四
六
頁
以
下

で
引
用

・
検
討
さ
れ
て
い
る
諸
事
例
と
諸
見
解

に

つ
い
て
参
照

の
こ
と
。

(
13
)

な
お
、
荒
木
伸
恰

「
ス
.ヒ
占

幾

の
取
締
り
に
つ
い
て
の
覚
毒

(
中
)
」
警
察
研
究
五
〇
巻

δ

号

(
羅

)
六
〇
頁
は
・

「
抽
象
的
農

犯
に
お
い
て

も
・
あ

る
程
度

の
危
険
性

は
存
在

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
」
な

い
か
ら
、
訴
追
側
は

「
ス
ピ

ー
ド
違
反

の
行
な

わ
れ
た
時
間
帯
や
・
幹
線
道
路

か
生
活
道
路
か
・
道
路
幅

・
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
の
有
馨

道
路
の

一
般
的
情
況
を
も
立
証

す
べ
ぎ

で
あ
ろ
う
。」

と
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
考

な

「
道
路

の

一
般
的
情

況
」
が
危
険

に
と

っ
て
意
味
が
あ
り
・

処
罰

の
合
理
的
な
限
定
と
い
え
る
か
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
23
)

舞

暑

に
よ
る
五
五
八
人
の
死
傷
事
故
の
内
在
的
原
因

の
調
査
に
よ
る
と
、
危
険
の
認
識
が
あ
っ
た
後
に
判
断
の
遅
れ
た
も
の
套

一託

三

%

判
断

の
誤

り
が

六
四

。
八
%

で
あ

っ
た
と
、
滝
沢
武
源

「
交
通
犯
罪
概
論
」
警
察
学
論
集

二
九
巻
九
号

(昭
51
)

六
五
頁
は
報
告
し
て
い
る
。

(33
)

八
島

.
警
奉

墾

三
六
巻
五
琴
三

責

は
、
譲

の
統
雰

析
姦

じ
て
、
死
亡
事
故
と
鶴

叢

と
鑑

型
的
な
糞

が
大
き
い
こ
と
か
ら
・

「
交
通
叢

対

策
は
、
本
来
、
人
華

故
対
策
と
死
亡
譲

対
箆

分
け
て
考
え
る
べ
ぎ
こ
と
な
の
で
あ
る
」

と
響

し
て
い
る

(前
注
(

22
)
参
照
)
・

も
っ
と
も
・
交
叢

の
少
な

い
夜
間
の
非
市
街
地
の
見
通
し
が
良
く
賢

の
広
い
単
路
で
の
事
故
と
な
る
と
、
彙

的
な
死
傷
の
相
違
と
い
う
よ
り
も
、
速
度
違
反

・
酒
酔
い

遍

学

譲

し
な

ど
の
故
意
の
無
謀
で
危
険
な
運
整

醤

す
る
の
で
は
あ
る
止
、
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
交
通
規
範
の
積
極
的
な
無
視
ま
で
も
温慮

し
た
交
通
規
禦

必

要

で
あ
る
か
。
そ
れ
は
な

お
検
討
を
要
す
る

で
あ

ろ
う
。

(
43
)

な
お
、
餐

.
前
掲
注
(鴉
)
七
七
頁
は
、
錨

車
走
行
の
有
篠

と
し
て
、
譲

の
発
生
に
加
え
て
、
歩
行
者

・
沿
道
居
薯

に
与
え
る
脅
啄

圧
迫
蝉

響

.

振
動
、
地
域
社
会

の
分
断
お
よ
び
公
共

空
闇

の
レロ
有
等
を
掲
げ

て
い
る
。

(
35
)

畏
井

・
前
掲
注
(
4
)
ご
七
四
颪
-滲
照
。

(
36
)

運
転
姦

の
契

し
窺

奪

は
、
運
転
者
の
様

的
作
用
で
交
通
議

を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
運
転
者
の
餐

を
高
め
る
た
め
の
警

集

実
さ
芸

"」
と
の
必

要
籍

つ
い
て
論
じ
る
も
の
に
、
池
田
克
彦

「
羅

者
葺

の
新
た
農

塑

警
察
学
墾

一天

巻

喜

(
羅

と

三

頁
・
同

「
運
転
免
許
行
政
の
現
状

と
慧

」

警
察
研
究
五
四
巻

一
二
弩

(
昭
58
)

一
七
頁
が
あ

る
。

(
73
)

交
窺

築

導

さ
れ
る
た
め
に
は
、
交
通
法
規
と
常
識
と
の

薮

・
解
釈
の
容
易
性

・
購

的
判
断
の
窮

性

・
鑛

標
示
霧

の
徹
底

・
劃

決
定
の
容
謹

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
、
山
本
卓

「
道
路
交
通
法
の
奨

と
課
題
」
判
鯉

イ
ム
ス
…天

四
号

(
昭

48
)
八
頁
～

δ

頁
が
あ
る
・

(
83
)

憲

養

馨

讐

交
薯

故
発
生
件
数
と
の
繋

的
な
逆
相
関
に
つ
い
て
は
、
符

照
雄

「
交
通
議

防
止
と
譜

交
通
法
の
役
割
i

蓬

戦
争

に
お
け
る
司

法
の
役
割
に
関
連
し
て
ー

」
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
八
四
・ズ

麗

と

査

～
二

費

、
襲

前

掲
注
(
23

)
五
六
頁
参
照
・
こ
れ
に
対
し
て
・
山
歪

「
専
門
家
の

職
分
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
九
〇
号

(
昭
48
)
二
頁
は
、
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
を
変
動
し
て
、
国
民
の
交
攣

†

籍

導
し
・
交
通
の
円
滑
薗

う
つ
と
い
う
簡

は

本
末
顯
倒
で
あ
り
、
法
が
麗

に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
法
が
国
艮
を
先
導
す
る
と
い
う
専
制
的
譲

に
陥
る

・
」
し
て
い
る
・
こ
れ
に

つ

い

て

は
・
前
注
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奪

お
よ
び
そ

の
本
文
譲

・

ま
た
・
郵

的

妻

崇

取
締
り
が
、
ム
、郡
を
羅

る

の
と
何
も
と

怯
い
の
レ、
の
中
間

に
あ
る
こ
と
に
郵

」
は
、
久
本

.
岡

.
前
掲

注

(
14

)
三

二

.頁

参

照

。

(93)翫

盤

墾
雛

懸
鱒

、韻
軽
.婆

慾
麗
馨

露
,、蕪

謹

..瀦
難

幾

算

奪

審

に
遵
享

る
こ
と
が
堅
持
さ
れ
る
・
亡

て
い
る
・
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
。・
量

落
停

冨
α
婁

・
『
鋤
ヨ
ゆ
『
・
…

珍

§

顔
硲
謹

.
<
。
き
¢
幹

図
量

露

よ
ぴ
由

。

前

掲
注
(
%
)
二
四

一
頁

注
(鵬
)
参
照
・

ま
た
、

粂

・
岡

・
前
鍵

(
過
)
二
八
頁

は
、

ル
】
ル
を
学
ぶ

チ
ャ
ン
ス
と
い
う

の
は
警
察
庭

よ
る
交
通
指
導

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

(⑳)察融鋤
鍵

難

難

謙

獄噂備塾

観

號継

繕

燧鰭

等

誕

難

瞥(駐

下藪

=

量

五
耳

同

露

式
手
続
L
現
代
刑
罰
法
素

6

(昭
57
)
三
〇
三
頁
、
服
部
朗

(
・
薬

伸
治
)

荊

睾

続
の
特
別
抑
止
効
果
に
関
す
る
実
証

一
八

頁

・

的
研
究
-

交
通
略
式
手
続
を

一
例
に
」
蒙

研
究
五
四
巻

一
号

(
昭
58
)
二
七
頁
、
姦

大
学
蓋

薪

究
念

交
叢

締

.
交
通
切
符
手
続
の
研
突

一
)
～
(
四

警
察
研

完
)
」
義

時
報
五
五
巻

(召
8
耳
[0
)
六
号
圭

頁

毛

号
七
四
頁

人

号
六
四
頁

先

号
九
六
頁
、

同

「
交
叢

締

.
交
通
切
符
手
続
の
研
究
(
五
)
～
(九
)
」

=

号
三
七
頁

士

喜

四
四
頁

・
五
五
巻

(墨

と

号
二
九
頁

三

号
一三

耳

三
号
五
三
頁
、
驚

至

「
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
略
式
手

究

五
四
巻

(
昭
58
)

続
」
東
北
法
学
八
号

(昭
59
)
三
七
頁
・
弊

圓

「
無
免
許
濃

(非
反
則
行
為
)
に
つ
い
て
運
転
免
許
者

(
反
型

・
)
と
誤
認
し
た
交
通
反
則
票

.
震

則
金
納
付

が
あ
る
場
含
の
効
力
公
訴
提
起
の
適
法
性
」
警
察
研
究
五
五
巻

喜

(
昭
59
)
五
五
頁
参
照
。

(
14
)

な
お
・
高

勇

「
犯
罪
現
象
と
刑
事
法
」
現
代
薯

学
3
峯

法
の
琵

器

(昭
銘
と

八

一
頁
は
、

垂

法
の
交
獲

則
塑

。
制
度
も
、
壼

肇

(処

罰
)
を
可
能

に
す
る
も

の
と
い
え
る
」

と
し
て
い
る
。

(24
)

巌

大
学
交
通
法
研
究
会

(荒
森

恰

巌

山
実
)

「交
通
切
箪

続
対
象
者
の
特
性
ー

蓋

羅

.
交
通
切
符
手
続
の
研
究
(五
)」
嚢

研
究
五
四
巻

二

号

五

一
頁
。
な
お
前
注
(
40
)
参
照
。

劔

齢

鷲

灘

灘

鋸

響

理
を
め
藷

賜

L
警
察
学
墾

三
巻
三
号
(肇

四
二
真

岩
崎
・前
謹

(以
三

・
真

詣

・鶉

注
(
23
)
五
二
頁
～

五
三
頁
参
照
。

(
45
)

前
注
(37
)
参
照
。
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

三

標
示
の
規
制
に
違
反
す
る
罪

1

交
通
規
制
の
法
的
性
質

ω

道
路
交
通
法
四
条

は
、

歪

の
交
通
揚

の
震

が
都
道
府
県
公
寡

暴

に
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
原
則
と
し
て
そ

の
交
通
規
制

が

歪

の
嚢

の
算

機

.
道
路
標
識

.
道
路
標
示
を
薩

.
鐘

し
て
行
わ
れ
る
べ
き

こ
と
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
・
道
路
交
通
法

の

各
規
定

に
お
け
る

「
標
馨

に
よ
る
交
窺

制

に
違
反
す
る
罪
」

で
は
、
そ
れ

に
蓋

す
る
廃

葎

婆

で
あ

る

「
信
縫

」
・
「
露

標
識
」
.
「
道
路
標
示
」

の
効
力

禁

条

の
定

め
る
ζ

」
う
に
よ
る
こ
と

に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
条

の
定

め
に
幾

す
る
不
適
法
な
交

通
規
制
、
髪

り
公
安
養

会

の
罐

に
も
と
つ

か
な
い
交
通
規
制
お
よ
び
癸

の
標
撃

を
薩

し
て
な

い
↓蒲

規
鯉

・
そ

の
効
力

を
生
じ
な

い
。
そ

の
場
合

に
は
、
そ

の
交
通
規
制

に
違
反
す
る
罪
が
成
立
す
る
前
提

が
失
わ
れ
る
。

そ
.、
で
、
標
馨

の
交
通
禍

に
違
反
す
.⇔
罪
で
は
、
ま
ず
鑛

の
馨

・
管
響

い
う
公
安
委
員
会

の
行
政
行
為

の
有
効
性
蒲

断

さ
れ
、
.、
れ
歪

目
定
さ
れ
た
髪

・
に
の
み
、
行
薯

の
刑
邊

任

の
蒸

が
欝

さ
れ

る
と
す
る
見
解

(三

段
階
の
判
断
構
造
L
醜

が
有

力

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
適

法

.
有
効
藻

識

の
存
在

縫

成
要
件
要
素

で
あ

そ

、

こ
れ
に
該
当
す
る
憂

と
し
て
の
標
識

の
窪

は

行
為
者

の
刑
書

任

(罪
責
)

の
馨

の
問
題
と
し
て
判
響

れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
解

そ
う
で
あ
れ
ば
・
そ

の
判
断
難

は
・

「
職

務
行
為

の
適
法
性
」
が
構
成
要
件
要
素

で
あ
る
と
蟹

れ
て
い
る
霧

執
行
妨
害
罪

(刑
法
九
五
条
以
下
)
の
よ

う
な
場
合
と
塞

本
的

に

は
変
ら
な

い
と
い
、蛋

う
。
た
だ
、

二
段
階
構
造
姦

遡

,
る
と
す
れ
ば
、
標
馨

の
適
法
な
溝

と

い
う
行
政
行
為

の

宥

効

な

存

在
」

に
よ

そ

初

め
て
、

、、
の
犯
罪

の

「
燵

要
件
」
(
規
範
)

の
空
白
な
部
分
が
補
充
さ
れ
る
点

に
、
そ

の
特
色
が
求

め
ら

れ

る

の

で

は
あ

る
ま

い
か
。

.」
れ
は
、
標
識
芝

よ
る
規
制

の
存
奮

蕩

性
が
、
交
通
規
制

に
逢
反
す
る
罪

と
の
関
係
で
、
ど

の
よ
う
な
法
的
養

を
も

つ
か
・
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と
い
う
問
題
に
結
び
つ
く
・
標
馨

の
交
魏

製

反
の
犯
罪
規
定
に
お
い
て
は
、

藻

撃

」
と
い
う
構
成
葎

の
具
体
的
内
容
を
公

幽

藤
鶴
蕪
錦
臨
鎌
鰐
鐸
蠕
郵
於頚
解鐸
叢
驚

糠
壽
鰭
齢
『議
難
餅

意
醤

体
も
必
ず

し
も
明
白

で
は
な

い
。
笙

に
、
罪
刑
法
定
主
義

に
お
け
る

「
法
律
義

」
と

の
関
係
で
は
、
地
誘

庸

に
即

し
た

合

理
的
規
制

の
必
要

か
ら
し
て
・
そ

の
細
則
的
規
制

の
判
断
を
公
安
責

会

に
委
ね
る
の
は
、
合
憲

で
あ

る
と
蟹

れ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
・
第

二
に
・
そ
の
交
魏

制
が

藩

成
要
件

(規
範
)
L

な

の
か
、
そ
れ
と
も

「
穫

要
件
該
当
妻

」

な

の
か
。
そ

の
規
制

の
錯
誤

は

「
葎

の
錯
誤
」

か

薫

実

の
錯
誤
L
か
。
そ
し
て
、

そ
の
規
禦

不
存
在
ま
た

は
無
効

な
場
A
・
、

雇

成
要
件

(罰
則
の

蔀

)
L
を

欠

い
て
公
訴
棄
却

(刑
訴
法
三
三
九
奎

項
二
号
)
に
な

る
か
、
そ
れ
と
も

雇

成
要
件
該
当
事
実

(
の
一
部
)L

を
欠

い
て
無

(刑
訴
法
三

三
六
条
)
な

の
か
・
第

三

に
・

そ

の
規
制

(標
識
等
)
が
行

為
後

に
廃

止

さ
れ

る

と
、

荊

の
廃

止
L

に

ょ

る

免

訴

(刑
訴
法
三
二
一七
条
二

号
)

に
な

る

か
。

こ
う

し
た
問
題

に
発

展
す

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

②

標
馨

に
よ
る
交
通
規
制

は
、
そ

の
地
点

糧

馨

が
設
婁

れ
た
と

い
う

「
事
実
」

に
よ

っ
て
初
め
て
、
そ

?

持
実
が
そ

の
地

蠣
鰻
鋪
癖

籔
緊

表麗

鰻

う騒
通獺
羅

鞍
鞭

鞠
蕪

至

る
。

問
題

は
理
論
的

に
錯
綜

す

る
た

め
、
実
用
的

な
解
決

が

必
要

で
あ

ろ
う

。

(52
)

笙

に
・
私
設

の
標
馨

や
公
安
委
員
会

の
委
任

に
も
と
つ

か
ず

婁

奪

長
が
設
置

し
た
標
馨

(填

父
法
棄

参
照
)
の
場
ム
、
に
は
、

そ

の
設
置

・
管
羅

限
を
有
す

る
公
萎

員
会

の
音
憲

決
定

に
よ
る

「
交
通
規
制
」
自
体

の
存
在
が
欠
け
る
か
ら
、
犯
罪
構
成
要
件
規
定

の

蔀

が
既

に
欠
け
る
・

こ
の
よ
う
な
構
成
要
件

(罰
則
の
一
部
)

の
空
白
が
起
訴
状

の
記
載
自
体

か
ら
明
白

で
あ
れ
ぽ
、

無
罪
判
決
で

は
な

く
、
そ
れ
以
前

に
公
訴
棄
却
決
定
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



道路交通法における交通規制と刑躬規制の限界

策
二
に
、
公
寡

員
萎

、鍵

定
ま
た
は
告
示
は
存
在
す
る
が
、
標
馨

が
存
在
し
な
い
と
か
・
存
在
す
る
標
馨

の
様
式

.
設
匿

方
法
が
不
適
法
か

つ
無
効
と
か
の
場
く
・
に
は
、

交
通
規
制

(規
範
)
自
体
で
は
な
く
標
馨

(燵

要
件
該
当

「
妻

」)
が
欠
け
る

も

の
と

し
て
、
無
罪
判
決
が
行
わ
む

る
.」
と
に
な

ろ
う
。

こ
霧

合

に
も
、
規
範
自
禁

欠
け

る
と
見

て
形
式
裁
判

を
下
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
笙

の
擾

.
で
も
罰
条

の
空
泉

明
白

で
な
い
場
合
に
は
、
実
体
莚

が
必
芝

な
る
以
上

は
、
無
罪
判
決

で
も

や
む
を
え
な
い
か

ら
で
あ
.る
。
ま
た
、
存
在
す
る
標
馨

鋳

す
る
行
嚢

の
不
知

・
誤
認

は
、
葎

の
不
知

・
錯
誤

(刑
法
三
八
条
三
項
)
で
は
な
く
・
事

実

の
過
失

・
錯
誤

に
な
る
が
、
規
禦

無
効

で
あ
れ
ば
既

に
構
成
要
件

に
該
当
し
な
馳

第
三
に
、
行
為
後

の
標
馨

に
よ
り⇔
禍

の
撤
廃
が
刑
の
廃
止

に
あ
た
る
か
と

い
う
問
題

に
つ
い
て
、
そ

の
標
撃

に
よ

る

規

禦

羅

L
か

「事
実
」
か
と
い
う
形
式
的
区
別
は
響

能
に
近
い
で
あ
ろ
う
.
そ
の
免
訴
の
毒

的
根
禦

行
為
時
肇

義
の
例
外

と
し

て
の
裁
判
時

の
得

嚢

に
求

め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
温
情

に
値
す

る
程

に
事
後
的
な
可
罰
評
価

の
喪
失
が
明
確
窮

合

に
の
み
刑

の
廃

止

に
あ
た
る
、
と
解

し
て
よ
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
規
制

の
撤
廃

・
変
票

、
単
な

る
交
通
醤

の
繧

で
は
な

く
・
そ

の
規
習

禁

棄

不
線

で
過
剰
な
も

の
で
あ

.
た
と

い
う
可
罰
的
評
価

の
変
葵

萌

白
L

で
あ

ソΦ
場
合

に
は
・

こ
れ
を

荊

の
廃

止

L

と
考

え

る

の
で
あ

る
。

.」
れ

に
対
し
て
、

「
交
通
が
含

ほ
ど
激
し
く
な
か

っ
た
時
代

に
堅

父
通

窺

制

は
警
讐

の
具
体
的

な
指
示
に
よ

ぞ

い
た
し
・

こ

の
指
示
そ
の
も

の
は
全
く
妻

処
分

で
規
範
と

は
い
わ
な

い
か
ら
、
交
通
が
激
し

く
な

っ
た
た
め
こ
れ
に
代
え
て

}
般
的

.
抽
象
的
な
標

撃

用

い
る
.」
と

に
な

っ
た
現
在

で
は
そ

の
標
識

の
設
置

は
事
実
処
分
と
解
す
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。」

と
す
る
見
磐

よ
る
と
・

標
識

等

に
よ
る
規
制

の
撤
廃

は
お
よ
そ
刑

の
廃
止

に
あ
た
ら
な

い
、」
と
に
な
る
。
し
か
し
、
法
令

標
撃

・
警
餐

の
指
示

の
い
ず
れ

の
交

駒

通
規
制
も
、
そ

の
表
示
形
態

.、
・ゲ、異
な
れ
、
規
制
す
な
わ
ち
規
範

の
讐

を
も

つ
の
で
は
あ

る
ま

い
艇

妻

券

と
規
範
と
霜

反

の

も

の
と
し
て
養

す
る
.、
と
に
疑
禦

あ

る
吉

に
思
わ
れ
る
。
事
後
的
な
悪
法

の
廃
止

も
悪

し
き
処
分

の
廃
止
も
・
同
じ
よ
う
に
行
為

臨

幽一……一」」」_一一一川凶一



者

に
免
訴

の
恩
典

を
認

め
る
理
由
と
な

る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

2

交
通
規
制
の
適
法
要
件

　
の
　

ω

標
識
等

に
よ
る
交
窺

製

、
公
安
委
員
会

の
意
撲

定

に
も
と
つ
く
場
く
・
に
の
み
有
効

に
な
る
。
だ
が
、
公
安
委
員
確

よ
る

規
制

の
内
部
的
意
思
決
定

ま
た
は

召

示
L
が
あ

。
て
も
、
そ

の
標
馨

が
存
在

し
な
い
場
く
・
に
は
、
規
制

の
効
力

は
生
じ
な

い
。
そ

の

標
馨

護

置

し
た
斐

を
告
示
す
る

こ
と

は
、
規
制
内
容

畠

民

に
娼

喜

る

享

段
と
し
て
行

わ
れ
乏

す
ぎ
な

い
か
ら
、
交
通

規
制

の
有
効
要
件

で
は
な
聴

公
安
委
員
会

の
出尉憲

決
定

に
も
と
つ

い
て
標
馨

が
設
讐

れ
る
限
り
、
止
・
示
高

様
な
効
果
も
達
成
さ

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

②

標
識
等

に
ょ
る
交
通
規
制

は
、
道
路
交
通
法

秦

で
蛋

る
口
的

の
実
現

の
た
め
に
必
覆

も

の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
.、

で
・
法
四
条

一
項
前
段

に
は
、

「
道
路

に
お
け

る
危
険

を
防
止
し
、
そ

の
他
交
通

の
茎

と
円
滑
を
図
り
、
又

は
交
通
公
害
そ

の
他

の
道

路
交
通

に
起
因
す
る
障
害

を
防
止
す

る
た
め
必
蒙

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定

め
}⇔
と

.」
う
に
ょ
り
L、
「
道
路

に
お
け
る
交
通

の
規
製

す
る
こ
と
が

で
き
る
。」
と
定

め
ら
れ

て
い
る
。
叢

わ
ち
、

そ
の
交
魏

禦

、

そ
の
よ
う
な
晶

実
現

に
と

っ
て
ム
。
理
的

根
拠

を
も

つ
必
要
最
小
隆

の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
菊

し
た
が

っ
て
、

形

式
L
的

に
は
適
法
で
あ

っ
て
も
、

交

通

の

安

全

.
円
滑
等
よ
り
も
危
険

・
障
害
を
も
た
ら
す

丙

容
L

の
交
通
規
制

は
、
無
効

に
な
る

(施
幕

棊

の
二
箏

項
参
照
)
。

㈹

標
馨

に
よ
る
交
通
規
制

は
、
そ

の
内
容

・
対
象

・
範
囲

(区
域
、
露

の
区
間

.
場
所
、
日
時
)
を

萌

示
L

し

(法
四
条
二
項
)、

一
定

の

「
要
式

」

に
従

っ
た
も

の
で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い

(法
四
条
囲
項

.
五
項
)
。

ふラ
な

わ

ち
、

畢

行
者

、

車

璽

、
た

は
路
面

竃
車

の

前
方
か
ら
見
や
す

い
よ
う

に
、
か

つ
、
道
路
甦

は
交
通

の
状
況

に
応
じ
て
必
要

と
認
め
る
数

の
も

の
を
設
定

し
、
お
よ
び
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
L
(
施
行
全

条
の
二
笙

項
)。
ま
た
、

道
路
標
馨

の
難

・
様
式

.
設
置
場
所
な
ど

の

婁

式
L

に
つ
い
て
は
、

「
道

(146) 146



濾鮫 磁 における交」醐 制と刑糊 制の隈界

路
標
識
、
馬

獲

び
道
路
標
示
に
関
す
る
零

L
(昭
和
三
葦

総
理
府

・
建
馨

令
三
号
)・
「道
籏

馨

の
設
蝶

準
お
よ
び
盤

に

関
す
る
基
準
」
(昭
和
四
七
年
交
通
局
髭

達
)
に
具
体
的
な
定

め
が
あ

る
・

な
お
、
道
路
標
馨

に
は
、

「
路
側
帯
」
(
法
二
奎

項
三
口写
の
四
)

・
「車
彊

行
糞

同
七
号
)

の
よ
う

に

「
譜

禁

」

で
・

震

擢

緬
鵜

擁
鍵
餉
.鰐劾姦

甕

欝

離

㌫
強鵜

繍
艦

信
.写
の
難

.
立.喋

.
順
序

.
燈
火

の
配
列
、
信
儀

の
構
造

・
性
能

・
聲

方
法

ξ

い
て
要
式

の
定

め
が
あ

る

(襲

三
項
、
葬

令

二
条

.
三
条
、
施
行
規

劉
三
条

・
三
条

の
こ

・
四
条
)
・

ω

濃

者

.
歩
薯

な
ど

の
交
通
関
薯

は
、
存
在
す
る
標
馨

の

「
表
示

」

を
認
識

の
根
拠
と
し
て
・
そ

の
交
通
揚

の
内
容
を

知

る
一」
と
が

で
き
て
、」
そ
、
初

め
て
規
制

に
従

っ
て
行
動
す
る
こ

と
も

で
き

る
の
で
あ
る
・
し
た
が

っ
て
・
た
だ
形
式
的

量

式
が
充
足

さ
れ
る
,」
と
よ
り
も
、
実
質
的

に

「
前
方

か
ら
見
や
す

い
」

こ
と
が
保
障
さ
れ

る
必
禦

あ
る
・

愚
誕
藩
蕪

灘
撫霧

惣
慧
霧
辮

に
対

す
る
規
制

は
、
山父
通
状
況
に
即
し
た
欝

の
速
度

蓬

行
中
、
事

故
を
防
止
す
る
の
に
必
饗

慧

莚

払

っ
て
も
・
な

お
即
時

藷

難

時
間
的
余
裕
が
あ
る
よ
う
に
、

「事
晶嗣
」

に
判
別
す
る
.、
と
が
で
き
る
こ
褒

要
に
な
る

(後
掲
羅

和
四
八
・
二

の

ラ過砦
謎
鰭麟

鱒

羅

砲鰯

蠣

麓
繋

勤

幽雛

糠
穂

　
凶



る
こ
と
が
多

い
・
そ
れ
モ

て
も
・

こ
の
よ
う
な
椿

鳴

難
毒

聖

し
て
不
適
切
な
標
示
禍

を
藻

と
し
た
う

え
、
行
為
者

の
責

繋

鯵

終

総
曇

砿諜
麩
轄

縫
蝶

籍
潟調
麩

羅

個
別
的
解
決
に
よ
る
と
・
そ
の
行
嚢

以
外
の
交
通
関
暑

が
澤

奢

能
窺

制
幾

ゆ
え
に
交
通
反
則
義

や
略
李

続
等
で
誤
.

た
法
的
製

を
誉

る
こ
と
を
・
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
.
標
示
方
法
の
豊

.と
技
術
的
困
難
の
克
服
を
促
す
た
詮

も
・
不
適
切
葎

示
規
制
を
可
蝶

限
り
無
効
に
す
る
方
向
が
望
芒

い
と
思
わ
む

⇔
。

148Cris)
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3

規

制

の
効

力
と
裁

判
例

(64
)

ω

交
通
規
制
姦

効
と
し
た
裁
判
例
は
、
次
の
考

な
葉

ξ

い
て
で
あ
る
。

ω

必
要
な
標
識
等
が
存
在
し
な
い
場
合

a

標
馨

の
魏

の
誤

り

二

方
通
行
L
ー

①
莫

な
標
識
窺

制

の
入

口
地
貯
描
に
は
薩

さ
れ
て
い
た
が
、
出

q
地
占
描
に

は

窟

折
高

L
(
禽

)
」

を
示
す
標
識
し
か
設
讐

れ
て

い
な

い
た
め
、

そ

.、
か
ら
運
転
者
釜

詮

)た
棄

ξ

き
、
そ
の
方
向

か
ら

の
車
両
と

の
関
係

で
窺

制

姦

効
と
し
た
も

の

(最
判
昭
聖

七

.
四

.
二
。
刑
集

=
ハ
茜

り
二
責

)。

「
籍

区
間
」
ー

②
規
制
場
所

に

「
警
笛
鳴
ら
せ
」

の
標
識

が
設
讐

れ

て
い
た

峯

(御
坊
簡
判
昭
和
三
八

.
五

.
六
下
刑
集
五
巻

五

・
六

凱
万
.五

四

〇

、～員

)
。

b

規
制
標
識
の
不
存
在

二

方
通
行
L
1

③
規
制
の
出
最

点
に
軽

し
た
羅

が
行
為
時
に
は
撤
去
さ
れ
て

い
華

案

(雷

簡
判
昭
和
三
四
∴
ハ
三

下
刑
集
奏

号
茜

二
九
頁
)、
④
規
制
の
中
間
交
差
地
占
州窺

簾

識
が
設
讐

れ
て
い
な
い
事
案

(大
津

 簡
判
昭
和
三
九

・
三

・
西

下
刑
集
六
堂

一
・
三

竺

三
八
吾

)
、

⑤
同
様

睾

案

ξ

き
、

本
件
道
路

の
出

口
か
ら
入

口
方
向

窺



道路交通法における交通規制 と刑事規制の限界

制

は
有
効
と
し
た
も

の

(東
京
高
判
昭
和
四
?

七

・
曇

一高
刑
集

λ

巻
吾

蓋

五
四
雅

「
追
越
禁
止
」
、
,1

⑥
佐
賀
県
道
路
交
叢

締
輪

期
案

に
よ

り
追
越
禁
止
が
指
定
さ
れ
た
橋
上

の
道
路

で
あ

っ
た
が
・
規

制
を
示

す
標
識

は
設
置

さ
れ
て
い
な

暴

案

(士
・
井
簡
判
昭
和
三
四

λ

・
六
下
刑
塁

巻
八
三

七
六
八
頁
)・

「
撃

禁
些

ー

⑦
規
制
標
識
が
ム
ロ
風

の
た
め
倒
れ
て
行
為
時

に
は
存
在

し
て
い
な

い
峯

(
下
関
簡
判
昭
和
三
七

.
九

三

下
刑
集
四

巻

九

.

.
○

培

九

一
〇

頁

)
。

す
輻

鯵

萄

鯵

難

篠

譜
饗

隷

幾

二韓
さ
れ
た
.車
両
通
行
帯
」
で
あ
る
こ
素

㈲

標
馨

は
存
在
す
.Q
が
、
規
制
内
容
が
認
識
困
讐

た

は
他

窺

制
と
誤
認
さ
れ
る
場
合

a

標
馨

の
醒

方
法

の
不
蕩

(規
制
の
と
り
ち
が
え
の
お
そ
れ
)

二

方
響

L
1

⑨
交
差
点
角

か
ら
約
四

・
七
米
南

に
入

っ
た
場
所

に
軽

さ
れ
た
標
識

の

「
矢
印
」
が
、
規
制
方
向

で
あ
茜

を
示
し
て
お
ら
ず
・
約

四
・
度
も
躇

万
を
示
し
て
お
り
・
別

に

指
定

さ
れ

て
い
た
北
か
ら
南

へ
の

芳

響

を
示

し
て
い
る
と
も
見

え
る
妻

(最
判
昭
和
四

丁

四

二

五
刑
集
二
。
茜

号
三

九
囎
恥
、

継

敷
肋L.篇
蝶

蕪

雛

羅

鰹
鞭
堕
、.講

麺

雛

楚
㌔

「
算

機
」
ー

⑪
南
北
と
東
方

に
T
字
型

の
交
差
占
州に
お
い
て
、
対
面
す

る
算

が
青

を
示
し
・
東
方

に
右
折
し
て
交
蒸

に
進
入

踏

対
面
す
る
信
号
が
赤

を
示
し
て
い
て
も

、」
れ

に
従

う
霧

が
な
い
と
さ
れ
た

事
案

(名
墓

口回
判
昭
和
三
八

.
三

三

三
宥回
墾

六

巻
力
nケ
八
三

買

)
、
⑫

⑪

の
原
審

(愛
知
中
村
簡
判
昭
和
三
八

・
七

二

・
下
裂

五
巻
七

λ

号
七
・
・
頁
)・

卿

b

標
識

の
表

示

{、内

容
L

の
複

雑

・
多
義

性

Q

「
指
定
高

莚

行
禁
止
丁

面

「右
折
禁
些

の
観

羅

に

蚕

物

(貨
審

を
除
-
)
M
ー

羽
三

輪

(
三

書

下
)

畑

一一一 胡…一… 一 酬… 国腿一
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-

22

の
左

折

を
除
く

」

(そ
の
棄

窺

制
内
容
は
、
難

さ
れ
た
需

の
指
壽

間
の
左
折
准
行

を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
.)
と

い
う

法

令

蜘

舖

趨

れ
な
い
補
助
標
識
に
類
似
す
る
外
観
の
表
一不
が
附
置
さ
れ
て
い
る
事
案

(最
判
昭
利
四
三
.
三

.
一
七
刑
集
二
二
巻
三

号

㈲

二

時
驚

但
し
学
童
の
登
下
校
時
に
限
る
L
1

⑭
そ
の
標
識
の
規
制
内
容
が
、
現
窪

学
童
穣

断
す
る
時
占
描か
、
そ
れ
と
純

毫

な

い
登
下
校
時
を
示
す
も

の
か
麩

不
明
確
で
あ
る
か
ら
、

葎

轟

務

か
な

い
と
さ
れ
た

妻

(
玉
野
簡
判
昭
和
三
八

.
二

.

七
下
刑
集

五
巻

一
・
二
号

六
二
頁
)
。

「進
入
禁
些

ー

⑮

「進
入
歪

」
の
橘

標
識
、
そ
の
時
間
を
示
す
補
助
羅

、

「笹

歪

」
等
の
規
制
標
識
、

三

輸
の
自

難

誰
謬

砺
満
蠣
鯵
補縫

繍

搬

緯
羅

鑛
吐鱒
羅

繍

九

・
一
〇
号

一
〇

二
九
頁

)
。

蓬

行
禁
些

ー

⑯
禍

標
識

に

「
通
り
抜
け

は
出
来
喜

ん
」
と

の
標
.震

が
併
讐

れ
て
い
螢

窪

、
両
規
制

の
表
示
が

二

律
蔑

で
あ
り
・

規
制
除
外

の
車
両

に
対
す
る
標
識
も
欠
く

こ
髪

雷

と
す
る
も

の

(玉
煮

判
昭
和
凶
五

.
六

.
六
刑
月
二
糞

号
交

　
　
　　

の

標
識
等

の

「
表
示
」
が
事
前

に
容
易

に
は
判
読
不
能
な
場
く
口

a

気
象
条
件

の
考
慮
　

コ

方
通
行
L
.
軍

両
進
入
歪

」
t

㊨

簸

授

射
材
料
が
用

い
ら
れ
て

い
な

い
の
で
久
、期

の
甚

後

の
降
雪
中
な
ど

の
具
体
的

状
況
下
で
の
通
行
者

に
は
窮

に
表
示
が
認
識

で
き
な

い
の
君

効

で
な
か

っ
た
と
も

い
・沈
る
と
判
示
し
た
が
、

直
楚

は
過
失

(羅

の
確
認
運
転

の
義
務
)
を
否

定

し
た
も

の

(能
代
簡
判
昭
和
四
〇

二

〇

.
七
下
刑
集
七
堂

Q

り
天

七
三
頁
)。



滋路交通法における交通規制と刑事規制の限界

b

標
示

の
損
壊

(通
行
方
法
の
考
慮
)

「最
高
速
度
指
定
」
ー

震

識
が
左
右
に
屈
曲
し
て
方
向
が
変
更
さ
れ
、
行
為
時
に
は
前
方
か
ら
畢

す
い

よ
う
に
設
讐

れ
て
い

な
か

っ
た
事
案

(高
翻

判
昭
和
四

一
.
七

.
八
下
刑
集
八
巻
七
.互

○
〇
八
頁
)
、

⑲
標
示
板

の
左
半
分
が
後
方

に
わ
ん
曲
し

て
東
方

に
向
け

て
交
差
点
直
近

に
設
讐

れ
て
い
た
た
め
、

楚

の
地
点
を
通
行
す
嚢

ぎ
以
外

に
は
同
交
差
占
描
に
北
方
か
ら
進
入
し
て
右
折
西
行

す
る

車
両

に
は
標
識

の
表
示
す
る
数
字
が
見
え
な

い
事
案

に
つ
き
、
輩

両
と

の
関
係

で
は

蓬

常

の
運
転

を
す
る
者
が
窮

導

て
の
内
容
を

識
別
で
き

る
適
法
有
効
な
も

の
L
と

は
い
え
な

い
と
し
た
も

の

(最
決
昭
和
四
八

三

・
三

刑
集
毛

巻

喜

八
華

⑳
指
定
標
識
が
交
差

点

の
す
み
切
り
端

か
ら
約
四
米

の
縫

に
設
肥讐

れ
て
い
る
た
め
、
予

め
同
標
識

の
方
窪

視
す
れ
ば

こ
れ
を
見
る

こ
と
が

で
き
る
が
・

左
折
体
勢

に
入
り
奈

ら
右
後
方
を
馨

す
る
車
両

に
注
視
す
る
と
叢

容
芝

認
識

で
き
な

い
と
し
て
・
左
折
車
両

に
対
す
る
効
力
を

否
定

し

た
も

の

(大
阪
高
判
昭
和
ρ几
O

・
五

・
三
〇
刑
月
七
巻
五
号
コ
四
頁
)。

軍

両
通
纂

止
L
ー

⑳
標
識
が
当
該
道
路
入

・
の
右
側

に
設
讐

れ
、
そ
れ
自
体

は
必
ず

し
も
見
え
に

く

い
も

の
で
は
な

い
が
・

車
両

の
運
転
者
が

一
磐

道
漿

側

の
橡
識

に
注
意
す
る
と

い
う
習
慣
性
を
憲

し
た
標
識
標
示
令

の
規
定

に
違
反

し
・
か

つ
・
本
件
道

路

の
手
前

に
あ
る
左
方
譜

か
ら
進
入
す
る
車
両
に
運
転
者

は
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
同
羅

は
見

や
す

い
も

の
と

は
い
え

な

い
と

し
た
も

の

(大
津
簡
判
昭
和
五
〇

・
六

・
一
七
刑
月
七
巻
六
号
六
八
四
頁
)
。

「左
折
禁
生

i

幽

交
差
点
手
前
の
第

覆

謹

欠
壊
し
て
お
り
、
交
差
点
去

第
二
標
識
も
前
方
の
車
両
に
遮
断

さ
れ
て
認
識
し

え
な
か

っ
た
事
案

に
つ
い
て
、
速
度

の
あ
る
自
動
車

の
運
転
者
が

「
左
折

の
合
図
を
出
霊

剛
の
段
階

で
、
そ

の
交
差
点
が
左
折
禁
止
で

あ

る
こ
と
を
知
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
し
て
第

二
標
識
も
無
効
と
し
た
も

の

(神
奈
川
簡
判
昭
和
五
六

三

三

一
判
竺

○
〇
五
号

一
八
三
頁
)。

、」
れ
ら

の
場
く
.
に
は
、

⑲

の
事
案

が
別

の
理
由

で
有

31
と

さ

れ
た

の
を
除

い
て
、

い
ず

れ
も
無

罪
と

さ

れ

て

い
る
・

そ

し
て
・
標

識
等

(15ヱ)15ユ



III「

が
た
だ
要
式

に
合
致

し
な

い
だ
け

の
場
合
を
除
け
ば
、
標
識

の
物
理
的
欠
如
も
そ
れ
以
外

の
不
適
切
な
標
示

の
場
A
口
も
、
結
局
そ

の
対
象

と

な

る
行
薯

に
と

っ
て
規

渦

を
容

易

に
認
識

で
き
な

い
た

め

に
無

効

に
な

る
点

で
は
同

一
な

の
で
あ

る
。

た

だ
、
無
効

と

す

る
原

因

に
、

行
為
時

の
具
体
的
事
情
を
ど

の
程
度
含

め
る
か
が
、
過
失
と

の
限
界
で
重
要

に
な
る
。

②

交
通
規
制
を
有
効
と
し
た
裁
判
例

は
、
次

の
よ
う
な
事
案

に
つ
い
て
で
あ

る
。

い
ず
れ
も
、
標
識
等

の
設
置
方
法

に
暇
疵

.
不
適

切
が
あ

っ
て
も
、
標
示
を
容
易

に
認
識
可
能

で
あ

る
こ
と
を
理
由
と

し
て
い
る
。

ω

標
識
等

の
表
示
が
障
害
物

で

一
定
方
向

か
ら
ま
た
は

一
時
的

に
遮
断

さ
れ
た
場
合

「
駐
車
禁
止
」
・l
l
⑳

「
駐
車
禁
止
」

の
標
識
が
、
自
動
車

の
運
転
席

か
ら
は
他

の
標
識

の
蔭

に
か
く
れ
て
、
そ
の
存
在
さ
、兄
も
認
識

し
が

た
い
状
況

に
あ

っ
た
事
案

に
つ
き
、
進
行
す
る
車
両
を
前
提
と
す
る

一
方
通
行
や
速
度
制
限

の
た
め
の
標
識
と
は
趣

を
異

に
し
、

一

定

の
区
域

に
車
両
を
止
め
て
駐
車
す
る
こ
と

を
禁
止
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
車
両
が
前
方
か
ら
見
や
す

い
よ
う

に
設
置
さ
れ
て
い
な
く

と
も

・
下
車

.
歩
行

す

る
場
合

な

ど

に

は
右

標

識

を
認

識

で
き

る
と

す

る

も

の

(大
亟

.同
判
昭
和
四
四

.
三

.
二
三
刑
旦

巻
三
号

≡

二

二
頁
)
・
⑳
標

識
が

「
生

い
茂

る
草
木

に
遮

ら
れ

て
見
通

し
が
悪

い
状

態

に
あ

っ
た
」
事

案

(東
京
高
判
昭
和
五
二

.
一
〇

.
二
七
東
京
刑
時

二

八
巻

一
〇
号

=

一三
頁
)
。

二

時
停
止
」
ー

⑱
標
識

ξ

い
て
、
そ
の
手
前

に
た
ま
た
ま
他

の
車
両
が
介
入
す
る
場
A
・
以
外

に
は
充
分

に
認
知

で
き
る
と
し
た

も

の

(大
阪
高
判
昭
和
四

一
二

〇

二
一=

下
刑
集
八
巻

一
〇
号

=
三

一八
頁
)

「
指
定
方
向
外
進
行
禁
止
」
(左
折
の
み
可
)
1

1
⑳
標
識
が
、

約
七
度

の
下
り
勾
配

の
坂
道

で
は
通
常

の
運
転
方
法

で
あ
る
徐
行
運
転

を
前
提
と
す
る
限
り
・
そ

の
手
前

三

・
四
Σ

八

西

{

ト
ル
の
地
点

で
視
認
可
能

の
状
態

に

な

る

事

案

(東
墓
.岡
判
昭
和
五
三

.

 八

・
三
〇
研
修
三
六
八
号

=

七
頁
)。

㊥

標
識
等

の
設
置
場
所
が
正
規
で
な

い
場
合
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道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

二

時
俸
些

i

幽

標
識
が
、
車
両
を

蒔

停
止
さ
せ
る
交
差
点

の
手
前

で
は
な
く
、
そ

の
北

へ
九

{

ト
ル
入

っ
た
地
点

の
左
端

の
路
端

に
設
置
さ
れ
て
い
た
事
案

(大
阪
高
判
昭
和
四
四

.
五

.
西

脅

巻

五
号
四
五
七
頁
)、

⑳

「
停
止
墾

の
道
路
標
示
が

「
蒔

停

止
」

の
道
路
標
識
か
ら
約

四
〇

メ
ー

ル
も
先

の
交
差
点

に
入

っ
た
と

こ
ろ

に
表
示
さ
れ
て

い
る
事
案

に
つ
い
て
、
そ

の
標
識
か
ら
見

る

こ
と

が

で
き

る
範

囲
内

に
あ

り
さ
え

す
れ
ぽ

、

同
標

示

は
有
効

で
あ

る
と

し

た

も

の

(名
古
屋
高
判
昭
和
五
〇

・
一
二

・
一
〇
刑
月
七
巻

一

一
.
三

号
九
四

責

)
、
@

二

時
停
些

の
標
識
が
そ

窺

制

の
あ
る
交
蕪

入

・
左
…踊
の
差

果

三

で

ト
ル
の
地
点

に
あ
る
電

柱

に
設

竃

さ
れ

て

い
た
事
案

に

つ
き

、
標
識

標

示
令

二
条

別
表
第

一
に
規
定

す

る
交

差
点

入

口
手

前

の

「
直

近

の
必
要

な
地
点
」

に
該

当

す

る
か

ら
有
効

で
あ

る
と

す

る
も

の

(東
京
高
判
昭
和
五
四

・
六

∴

一六
刑
月

一
一
巻
六
号
五
二
三
頁
)
。

「
指
定

方

向
外

進
行
禁

止
」

-,ー
i
⑳

「
右
折

禁
止

」

の
標
識

が
標

識
標

示
令

二
条

別
表

第

一
の
設
置

場
所
欄

に
定

め
る
交
差
点

芦
前

の

左

側
路
端

に

で
な

く
、
当
該

交

差
点

出

口
の
左

隅

に
あ

る
信

口・5
機

に
併
列

し

て
路
面

か
ら
約

五

メ
!
ト

ル
の
高

さ

に
設

置

さ
れ

て

い
た
事

案

に

つ
い
て
、

同
令

二
条

別
表
備

考

二
に
定

め
る

「
設

置
易

所
欄

に
定

め
る
位

置

に
設

置

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
場
合

」

に
あ

た
り
、
本

件

交
差

点

に
お
け

る
四
囲

の
状

況

に
徴

す

る
と
有
効

で
あ

る
と

し
た
も

の

(東
京
高
判
昭
和
五
五

・
三

・
二
七
高
刑
集
三
三
巻

一
号

一
一
九
頁
)・

⑳

「
左
折
禁
止
」

の
標
識
が
、
そ

の
笙

の
も

の
は
標
識
標
示
令

窺

定

す
る

「
例
示
」

の
様
式

に
は
含
ま
れ
な
い
矢
印

の
曲
線
を
示
し

て

い
る
が
現

場

の
形
状

に
合

致

す

ザΦ
か
ら
適

式

で
あ

り
、

そ

の
第

二

の
も

の

は
同
令

に
規
定

す

る
様
式

で
矢

印

の
直

線

を
示
し
・
現

場

の

形

状

に
は

一
致

し
な

い
が

、
同
現

場

は
お
お
む

ね
直

進

す

る
形

状

で
他

に
紛

ら

わ

し

い
道
路

が
な

い
と

し
て
、
共

に
有
効

と

し

た

も

の

(東
京
高
判
昭
和
五
五

.
五

.
二
六
刑
月
二
巻
西

・
π
ロヴ
三
八
二
頁
)
が
あ

る
。

の

標

識
}等
・に
軽

微

な
、要
式

違

反
が
あ

る
場

合

「
優

先

道
路
」

ー
i

㊧
優

先

道
路

を
示

す

「
中

央
線

」

の
道
路

標

示
が

、
道

路

工
事

に
よ

り
破

線

の

一
部

が
消

失

し

て
他

の
五

メ
ー
ト

ル
の
破
線
と
異
な
り
三

.
五
五

メ
ー
ト

あ

長
さ
し
か
な

い
專
案

に
つ
い
て
、
右
道
路
と
交
差
す
る
道
路

の
停
止
線

走

蒔

停
止
し
た

(153)153
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車
両

か
ら
右
破

紛

の
存
在

を
明
確

か

つ
容
易

に
視
認

す

る

こ
と
が

で
き

る

の
で
、

無

効

と

き聾
る
程

の
暇
疵

で

は
な

い
と

し
た
も

の

(東
京

高
判
昭
和
五
六

・
二

・
九
刑
月

一
三
巻

一
・
二
号
七
二
.頁
)
が

あ

る
。

「
信
号

機

の
燈

火
」

⑫

「
黄

色

に
変

わ

る
前

に
滅

光

す
る
青

色
燈

火
」
信

号

の
法
的

効
力

に
は
疑
問

が

あ

る
が

、

「
黄
色

及

び
赤

色

の
各

灯

火

の
信

号

の
効

力
ま

で

は
否
定

さ
れ
な

い
」
と

し
た
も

の

(東
京
高
判
昭
和
四
二

.
一
.
三

一
高
刑
集
二
〇
巻

一
号
三
五
頁
)
。

ω

の

「
駐
車
禁

止
」
、

ω

・
㈲

の
交

差
点

前

の

二

時
停

止
」

そ

し

て
ω

の
下

り
坂

の
下

の
標
識

(判
例
⑳
)

の
よ
う

に
、
草

両

の
進
行

(
)(7

)

速
度

の
低
下
す
る
状
況
を
前
提
と
す
る
規
制

で
は
、

.
前
方
か
ら
見

や
す

い
」
と

い
う
要
件
も
類
型
的
事
情

に
応

じ
て
緩
和
さ
れ
る
。
し

か
し
、
判
例
⑳

の
よ
う

に
、
下
車

・
歩
行
時

に
お
け
る
標
識

の
認
識
可
能
性
か
ら
し
て
そ

の
有
効
性
を
肯
定
す
る

の
は
、

「
駐
隼
後
」

に

お
け
る
規
制

の
認
識
可
能
性
を
聞
題

に
す
る
点
、
し
か
も
駐
車
で
き
る
場
所

の
事
前

の
発
見
と

い
う
運
転
者

の
利
便
も

「
交
通
の
安
全
と

円
滑
」

に
結
び

つ
く
点
を
無
視
す
る
点
で
も
、
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
判
例
⑱

が
、
そ

の
区
問

に
お
け
る
交
通

の

一
般
的
状
況
を
考
慮

せ

ず

に
、

一
時
停
止

の
標
識
と
停
止
線
と

の
関
係

を
論

じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
規
制

の

一
般
的
認
識
可
能
性
を

「机

上
の
空
論
」

で
擬

制
す
る

こ
と

に
な
ろ
う
。
規
制

の
有
効
性

の
判
断
対
象

に
は
、
過
失
認
定
と
異
な
り
現
存

し
た

一
時
的

で
特
殊
な
具
体
事
情

を
含

め
る
必

要

は
な

い
が
、
現
存
し
な
く
と
も

一
般
的

に
あ
り
う
る
事
情

は
基
礎

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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(
46
)

後
掲
①
最
判
昭
和
三
七

・
四

・
二
〇
参
照
。

(
47
)

西
原
春
夫

「
道
路
標
識
に
よ
る
規
制

の
効
果
と

刑
事
責
任
」
法
律
時
報
三
九
巻
五
号

(
昭
42
)

八
〇
頁
～
八

一
頁

(
"
同

.
刑
事
法
研
究

二
巻

(
昭
42
)

一
一
〇
頁

～

一
一
一
頁
)

は
、
道
路
交
通
法
上

の
規
制

は
行

政
行
為

で
あ
る
か
ら
、
形
式
的

に
は
ま
ず
行
政

法
的

な
有
効

・
無
効
が
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
有
効

で
あ
る
と
さ
れ
た

場
A
[
に
・

つ
ぎ

に
刑
法
上

の
責
任
が
論
じ
ら
れ
、

規
制
違
反

の
故

に
よ
る
刊
事
責
任

の
有
無
を
論

ず
る

に
あ
た

っ
て
は
、

こ
の
よ
う

な

コ
一元
的
考
察
」
を
忘
れ

て
は

な
ら
な

い
と
す
る
。

ほ
ぼ
同
旨

・
三
井

・
続
刑
法

百
選

(
昭
46
)

二
四

一
頁
、
同

・
前
掲
注
(
5
)
三
七
〇
頁

(も

っ
と
も
、

「
二
元
的
考
察
」
を

い
う

の
か
、
単
な
る

「
二
段
階
構
造
」

を
い
う

の
か
、
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な

い
。
)
、
大
沼

・
前

掲
注
(
2
)
一
一
=

頁
、
竹
内
正

「
道
路
標
識
設
遣

の
鍛
疵
と
過
失
犯
」
刑
法
判
例
百
選

-
総
論

(
昭
53
)

一
四
九
頁

な
ど
。

(
48
)

後
掲
⑦

・
⑩

の
下
級
審
判
例

お
よ
び
大
阪
高
判

昭
和
四
三

・
一
・
三
〇
下
刑
集

一
〇
巻

一
号

五
〇
頁

は
、
道
路
標
識

が
存
在
し
た
事
実
を
構
成
要
件
事
実
で
あ
る
と



道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

し
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
、
露

羅

の
存
在

は
構
成
葎

蒙

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、

こ
れ
ら
の
裁
判
例
を
、
三
井

・
前
掲
注
(
5
)
三
七
〇
頁

は

⊃

一段
階

構
造
」
を
表

現
し
た
も
の
と
解
し

て
い
る
。

(94
)

青
饗

讐

露

標
識
の
馨

護

憲

切
で
な
い
た
め
そ
の
鶴

に
よ
る
適
法
か
つ
有
効
生

方
響

窺

禦

な
さ
れ
て
い
な
い

も
の
と
さ
れ
た
事
例
」
轟

法
学
論
集

δ

巻
三
号

(麗

と

〇
六
貰
、
川
端
博

「区
域
を
定
め
プ、行
な
蓮

度
犠

の
効
力
と
過
失
に
よ
る
鍵

速
度
建

」
蒙

研
究
四
七
巻

δ

号

(昭

馴
)
五
黄

。
な
お
、
森

栄
作

コ

方
碧

の
露

に
お
け
る
規
潔

識
の
設
勢

法
窺

制
の
効
力
荊

菊

例
研
究
H

(忍
3

日
4
)
三
五
〇
頁

(U
研
修
三

七

号
五
五
頁
以
下
)
は
、

「
準
窪
白
刑
.紘
」

で
あ

る
と
す
る
。

(
5。
)

講

交
叢

締
法

(
昭
三

年
誰

一
一δ

"写
と

三

条

環

、
同
施
行
令
璽

条
、
新
翠

談

交
叢

襲

施
零

四

秦

に
つ
い
て
・
最
大
判
昭
和
三
七

.

四

.
四
裂

一
六
巻
四
号
三
四
五
護

、

「
道
路
姦

事
情
の
実
体
に
照
ら
し
、
こ
れ
が
た
め
必
要
な
道
路
蓋

窺

制
の
具
体
的
内
容

を
す
べ
て
法
讐

た
緩

令

に
規
寧

る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
そ
の
渠

的
な
叢

は
こ
れ
を
葎

お
よ
び
馨

に
お
い
蓬

め
た
が
、
麗

去

翻

的
資

体
的
内
簿

・
こ
れ
を
地
方
の

実
箆

即
応
と

.
定
め
る
.」
と
が
妥
当
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、

地
方
の
講

に
挙

る
参

霞

会
の
判
断
箋

芸

・
」
圭

し
た
も
の
に
禦

ら
な
い
・
」

と
判

示
し
て
い
た
。
同
じ
響

か
ら
、
策
京
高
判
昭
和
五
三

・
四

.
;

高
刑
集
三

巻
五
号
九
頁
は
、
講

交
通
法
三

秦

頑

が
同
法
四
条
に

も
と
つ
い
て
最
高
速
度

の
指
定
権
…限
を
公
安
委
員
会

に
委
任

し
て
い
る

こ
と
が
憲
法
三

一
条

に
違
反
す
る
も

の
で
な
い
と
判

示
し

て
い
る
。

(
15
)

た
と
え
ば
、
前
髪

薪

「
道
肇

纏

」
に
お
け
る
過
失
犯
に
つ
い
て
」
蘂

研
究
三

巻

=

号

(
昭

35
)
二
六
頁
は
・
「
設
置
さ
れ
董

路
標
馨

と
叢

場

所
そ
の
も
の
が
い
わ
ば

一
体
と
な
る
.芝

に
よ
っ
て
、
そ
の
欝

が
巌

禁
止
場
所
た
る
性
質
を
蓉

る
・」
と
に
馨

」
と
し
て
い
る
・

ま
た
・
渠

南

掲
注
(
9
)

五
養

は
、
標
禦

の
馨

は
、
単
に
馨

の
公
藷

藻

し
か
な
い
と
解
す
ぺ
ぎ
で
は
な
く
、
同
時
窺

制
場
所
と
し
て
の
讐

審

び
さ
芸

作
用
が
あ
る
か
ら
・

標
識
等
の
不
認
識
即
護

規
制
場
所
の
不
綴

で
あ
る
と
す
る
。
同
旨

・
佐
野
昭

;

道
交
法
に
お
け
る
故
童

過
失
の
区
別
」
判
例

タ
イ
ム
ざ

一
八
四
号

(召
8
口B
4
)

九
四
頁
、
蔑

襲

「
道
鷺

識

.
標
示
の
鰻

商

蔓

五
〇
頁
、
藷

前

掲
注
(
9
)
八
九
頁
。
ま
た
、
青
柳

・前
操

(
翰
)
δ

八
頁
は
・

「
羅

の
馨

が
こ

の
よ
う
窺

範
で
は
な
く
妻

処
分
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
そ
れ
が
不
完
全
で
あ
れ
ば
処
罰
す
ぺ
鳶

成
要
件
事
実
震

く
こ
と
に
な
」
り
・

「
箋

の
欠
如
と
も
い

う
ぺ
ぎ
不
能
犯
の

覆

で
あ
り
、
幻
覚
犯
で
は
な
い
と
蟹

れ
る
。
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
競

は
、

コ
面

的
讐

L
の
箋

た
る
側
而
を
窺

す
る
も
の
で
あ
る
・

(
25
)

東
京
地
判
昭
和
四
五

.
四

.
三
判
例
鷺

六
〇

喜

七
、責

(
民
事
葎

)
、
大
阪
高
判
昭
和
四
五

・
九

二

七
購

墾

三
巻
四
業

Ω

ハ
募

照
・

(
53
)

内
田

・
前
掲
注

(
1
)
六
七
頁
謬
照
。

(
54
)

平
野

・
前
掲
注
(
27
)
七
五
頁
参
照
。

(茄
)免

麟

鯉

繰

禰

廼

七

.
四

.
四
は
、
行
為
後
の
政
令
で
自
動
二
輪
車
へ
の
他
人
乗
車
が
適
法
化
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
、
限
時
法
の
羅

を
用
い
て

(
56
)

青
柳

・
削
掲

淀
(
49
)
一
〇
八
頁
。

(
75
)

な
お
、
根
本

.
前
掲
注
(
9
)
五
四
頁
蓋

五
頁
は
、
鍵

下
命
潅

撲

令
に
よ
る
も
の
と
具
体
的
な
行
政
処
盆

よ
る
も
の
・
磐

を
漿

人
に
対
す
る
処
分
と
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不
特
定
多
数
人
に
対
す
る
処
分
と
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
規
範
の
形
態
貞

体
化
の
程
度
に
差
異
が
あ
乏

す
ぎ
な
い
よ
う
意

わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
田
中

二
郎

・
行
政
法
総
論

(昭
32
)

二
六
五
百
ハ
・
三
二
〇
頁
参
照
。

(
85
)

な
お
・
蒙

置

簑

の
交
通
規
制
の
委
任
ξ

き
道
路
交
通
法
五
条
、
警
察
官
等
に
よ
る
交
通
獄

に
つ
高

法
六
条
、
さ
ら
鑑

路
管
碧

.
自
動
轟

毒

者

に
よ
る
道
路
標
識

の
設
置

に
つ
ぎ
前
注
(
7
)
参
照
。

(
59
)

後
掲
①
～
⑧
判
例
参
照
。

(
6・
)

久
保
哲
男

・
新
版
霧

道
路
交
通
法

(
野

)
四
三
頁
・
木
宮
高
彦

・
岩
董

丁

詳
蟹

路
交
嚢

(改
簸

.
昭
茄
)
ご
四
頁
、
習

文
雄

「
道
路
標
識
切
設

耀穆

藪

纐

談

縫
諏晒墾
㏄㌍
諜

噸縫

繕

謎
銭

繍

"翻
鯨
撫繕
馨
測
矧
篇
竣

時
停
塩

所
を
指
定
す
る
有
効
な
告
委

欠
≦

」
と
を
理
由
に
、

縣

催

霧

違
反
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
も
の
に
、
東
京
高
判
昭
和
四
七

.
}
.
ご
○
刑
月
四
巻

一
号

一
頁

が
あ
る
。
た
だ
し
、
公
安
委
員
会

の
意

思
決
定
し
た
規
制
場
所
自
体
が
不
明

な
場
A
口
に

つ
い
て
の
判
示

で
あ
る
。

(
16
)

公
安
委
員
会

の
し
た
駐
藁

窺

製

適
法
な
裁
量
の
範
囲
内

に
あ
る
と
し
た
判
例
と
し
て
、
札
幌
高
判
昭
和
五
九

.
四

.
δ

判
例
時
報

=

二
毒

一
七
六
頁

が
あ

る
。
そ

の
評
釈
と
し
て
、
河
上
和
雄

・
判
例

時
報

一
一
四
五
号

(
判
例
評
論
三

一
五
号
)

(昭

60
)

二
二
三
頁
参
照
。

(62
)

西
原
奨

「
設
置
疾

の
適
望

な
い
道
路
羅

と
過
失
犯
の
馨

」
判
例
時
報
崇

○
号

(判
例
評
論
九
三
号
)

(
昭
姐
と

五
査

、
弄

.
前
掲
注
(
2
と

一
六
頁
以
下

(
"
刑
事
判
例
評

釈
集

二
八
巻

(
昭
54
)
四
四
頁
)
等
参
照
。

(
63
)

三
非

・
前
掲
注
(
5
)
謄
一五
五
頁
以
下
、
特

に
三
七
二
頁
。

(
46
)

標
馨

に
よ
る
交
通
規
制
の
効
力
に
関
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、

西
原
奏

「
道
簸

識
に
よ
る
規
制
の
黎

と
刑
書

任
o

.
⇔
」

法
律
時
報
三
九
巻

(
昭

昭
)
四
号
三
〇
耳

六
号
七
六
頁
・
蔑

・
前
操

(
15
)
三

〇
頁
、
擾

帝

掲
注
(
6・
)
一
九
頁
、
舞

・
前
難

(
4
)
二
養

、
三
井

.
前
掲
注
(
5
)
三
五
吾

参
照
。

(
65
)

堀
江

一
夫

・
最
高
裁
判

所
判
例
解
説
刑
事
篇

昭
和

三
七
年
度

(昭

46
)
九
六
頁
参
照
。

(
66
)

木
村

・
前

掲
注
(
49
)
三
四
四
頁
参
照
。

(
76
)

石
田
選

コ

方
通
行

の
道
路
羅

を
め
ぐ
っ
て
1

昭
和
四

一
茜

旦

晋

最
高
裁
判
決
l

L
判
例

タ
イ
ム
三

九
二
号

(
野

)

二

四
頁
、
同

.
驚

裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
四

一
年
度

(
昭

45
)
三
八
頁
、
西
原

・
前
掲
注

(
62
)

一
五
七
頁

、
青

柳

・
前

掲
注
(
四
)
δ

五
頁
、
木
村

.
前
掲
注
(⑱
)
三
四
四
頁
、

三
井

・
前
掲
注
(
47
)
二
四
〇
頁
、
同

・
前
掲
注

(
62
)
一
=
ハ
頁
、
竹
内

・
前
掲
注
(
47
)
一
四
八
頁
参
照
。

(
68
)

綿
引
紳
郎

「
道
路
標
識
の
軽

方
禁

適
切
で
な
い
た
論

法
か
つ
有
黎

右
折
進
行
禁
止
の
規
制
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
・、
さ
れ
た
事
例
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
璽

九
号

(昭
44
)
七
七
頁
・
同

.
書

裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
四
三
年
度

(
麗

)
四

一
九
頁
、
西
原

・
前
掲
注
(
2
)
;

三

頁
、
大
沼

.
前
掲
注
(2
)
=

五

頁
、
夏
目

・
前
掲
注
(
60
)
二
五
〇
頁
参
照
。
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(
69
)

田
尾
勇

・
最
高
裁
判

所
判
例
解
説

刑
事
篇
昭
和

四
八
年
度

(
昭
50
)

(
70
)

三
井

・
前
掲
注
(
5
)
三
六

五
頁
参
照
。

一
一
頁
、
川
端

・
前
掲
注

(
曾4
)
五

一
頁
参
照
o

道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

四

規
制

の
無
効
と
故
意

・
過
失

1

規
制
の
効
力
と
費
任

標
識
等

に
よ
る
交
通
規
制
が
無
効
な
場
合
、
行
為
者

の
責
任

(故
意

・
過
失
の
有
無
)
を
問
わ
ず
、
交
通
規
制

に
違
反
す
る
罪

は
成
立

し

な

い
。
こ
の
標
示
主
義

か
ら

の
帰
結

に
は
争

い
が
な

い
。
そ
の
場
合

に
、
そ
の
地
点

に
公
安
委
員
会

の
交
通
規
制
が
行
な
わ
れ

て
い
る

こ

と
を
知
り
な
が
ら
故
意

に
行
為
者
が
違
反
し
て
も
、
必
然
的

に
同
じ
結
論

に
至
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
よ
そ
交
通
規
制

の
内
容
を
示
す
標
識
等
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
場
合

に
は
、
た
と
え
告
示

か
ら
そ
の
規
制

の
存
在
を
知

っ
て
い

た
行
為
者

で
あ

っ
て
も
、

.」
れ
を
処
罰
で
き
な

い
と
す
る
の
が
標
示
主
義

か
ら
の
帰
結
な

の
で
あ
菊

こ
れ
と
異
な

り
・

憂

適
法

に
設

馨

れ
た
標
馨

が
後
の
行
為
時
に
は
欠
損
し
て
い
た
と
か
、

楚

の
規
制
を
示
す
複
数
の
標
馨

の

一
部
だ
け
が
欠
損
し
て
い
た

と
か

の
場
A
.
に
、
そ

の
規

制

を
知

り

つ
つ
行
為

者

が
違

反

し
た
と

す
れ

ば
ど

う

で
あ

ろ
う

か
。

こ

こ
で

は
、

「
事

前

に
存
在

し
た
標

識
」

ま

た

は

「
別

の
標
識
」

に
も
と
つ
く
有
効
な
規
制

に
違
反

し
た
と

い
う
理
由

で
犯
罪

の
成
立
を
認

め
る
理
論
構
成
も
・
標
馨

を
規
制

窺

範
)

の
単
な

る
告
知
手
段

に
す
ぎ
な

い
と
す
る
前
提

に
立

つ
な
ら
ば
・
充
分

に
可
能
で
あ
ろ
爺

し
か
し
、

屈
折
方
向

二

方
向
)

の
矢
印

を
示
す

「
指
藻

識
」
が
設
置
さ
れ
た
皆

地
点

か
ら
、

芳

響

の
規
制
を
知
り

つ
つ
行

為
者
が
進
入
し
た
場
A
・
に
も

、
前
掲
①
最
高
裁
判
決

は
同
標
識

に
よ
る
規
制
姦

効

で
あ

る
と
し
た
ば
か
り
か
被
告
人
姦

罪
と
し
た

の

で
あ
る
。
現

に
、
右
判
例

の
原
判
決
を
支
持
す
る
池
田
裁
判
官

の
反
対
意
見

に
も
示
さ
れ
た
よ

う

に
、
同
規
制
を
有
効
と
し
た
う
え
被
告

人

を
有

罪
と

す

る
余

地

が
あ

っ
た

の
に
、
あ

え

て

こ
れ
姦

高

裁

は
排

除

し
た

の
で
幽の
る
。
そ

れ

は
、
違

砦

を
処

罰
す

る

こ
と

よ

り
も

・

Grsr)ユ57
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交
通
規
制
を
適
正
化
す
る
こ
と
を
重
視

し
た

こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
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規
制

の
相
対
的
無
効

Q

ω

責
任
あ
る
行
為

者
の
処
罰
と
不
適
切
な
交
通
規
制

の
是
正

の
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
前
者
を
覆

す
れ
ぽ
、
不
適

切
な
標
識
等

で
も
可
能
な
限
り
有
効
と
す
る
こ
と

に
な
る
。
後
者

董

視
す
れ
ば
、

.流

姦

効
と

し
て
標
馨

の
幾

の
補
正
を
公
安

養

会

に
促
す
こ
と

に
な
る
、
こ
の
有
効
と
無
効

の
範
囲

・
対
象
を
め
ぐ

っ
て
問
題

に
な
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る

箱

対
的
無
効
L

で
あ
る
。

前
掲
①
最
高
裁
判
決
と
同
様

に
、

一
方
通
行
規
制

の
あ
る
道
路
と
知

っ
て
い
る
行
為
者
が
、
規
制
標
識

の
設
置
さ
れ
て
い
な

い
道
路
分

岐
点

か
ら

一
方
通
行

に
逆
行

し
た
事
案

に
つ
い
て
、
前
掲
⑤
高
裁
判
決

は
、

一、本
件
道
路

の
出

口
か
ら
入
口
方
向

に
向

っ
て
車
両
が
進
行

す

る
こ
と

は
有
効

に
禁
止
さ
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
本
件
分
岐
点

に
は
公
安
委
員
会

に
よ
る
有
効
な
通
行

の
禁
止

.
制
限

の
処
分

は
な

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と

に
な
る
か
ら
、
本
件
分
岐
点

か
ら
本
件
道
路

に
進
入
す
る
車
両

に
対

し
て
は
、
入

口
方
向

に
至
る
通
行
を
禁
止

す
る
効
力

は
生
じ
て

い
な
か

っ
た
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
L
と
判
示

し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
・

一
方
通
行
規
制
を
示
す
標
識

の
表
示
が
被
告
人

の
進
行
方
向

か
ら
は
不
明
確

で
あ
る
場
合

に
、
規
制
さ
れ
た
道
路

の
途
中
に
あ

る
交
差
点

か
ら
そ

の
規
制
を
知
ら
ず

に
行
為
者
が
左
折
進
行
し
た
事
案

に

つ
い
て
、
n取
高
裁
判
例
⑨

は
、
被
告
人
が
辿

っ
た
経
路

か
ら
進

入
す
る

「
車
両
等

の
運
転
者

に
対

し
、
適
法

か
つ
有
効
な

一
方
通
行
の
規
制
が
な
さ
れ
て

い
る
も

の
と

は
い
・兄
な

い
」
と
判
示
し
た
。
も

っ
と
も

・
こ
の
判
例

は
、
高
裁
判
例
⑤
と

は
異
な
り
、
別

の
経
路

か
ら

の
進

入
に
つ
い
て
の

一
方
通
行
規
制
が
有
効
で
あ
る
か
否

か
に
関

し
て
は
・
直
接
判
示
し
て
い
な

い
こ
と

に
注
血学

べ
き

で
あ
華

こ
の
点

で
は
、
最
高
裁
判
例
①
も
、

「
か
か
る
露

懇

を
設
置

し
て

 も
、
本
件
道
路

の

一
方
通
行
出

口
か
ら
入

口
方
向
に
至
る
通
行
を
禁
止
す
る
効
力
を
生
ず

る
も

の
で
は
な

い
」
と
判

示
し
て
い
る
だ
け
で
、

最
高
裁
判
例
⑨
と
同
じ
く
、
他

の
方
向

・
経
路

か
ら
の
通
行
規
制
が
有
効

か
否
か

に
つ
い
て
は
判
示
し
て
い
な
い
。



道路交通法に}δける交通規制と刑裏規制の限界

と
も

あ
れ
、
⑤

と
⑨

の
判

例

に
対

し

て
は
、
次

の
よ
う
な
批

判
が

加

え
ら
れ

て

い
る
。

ω

コ

方
通
行

の
瑠

か
ら

の
通
行
規
制
と

い

っ
て
も
、
そ

の
実
体

黛

・
方
向
か
ら

の
進
入
歪

で
あ

り
・
を

え
出

。
か
ら

の
進

入
を
禁
止
し
て
も
、
途
中

の
分
岐
占
…か
ら
進
入
す
る
藩

は
寓

に
逆
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
と

す
れ
ば
・
お

よ
そ

芳

通
行
の
規
制
と

し
て
意
蒙

あ
る
か
ξ

つ
か
疑

わ
し

い
こ
と
に
な
り
、

芳

響

の
規
制
全
体

の
効
力

に
も
影
響

し
て
く
　㍗

二

方
通
行

の
規
制
と

し

豊

、喋

・叢

さ
な

い
よ
う
な
場
合

は
、
や
は
り
規
禦

体

が
無
効

で
あ
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な

癖
し

㈲

コ

方
導

の
よ
う

霜

当
広
醗

の
区
間

に
わ
た
る
禍

の
場
合

は
、
認
識

の
あ
る
者
が
規
製

識

の
設
讐

れ
て
い
る
箇
所
か

ら
進
入
す
れ
ば
、
当
然
輕

、脚犯
が
成
辛

る
が
、
同
じ
者
が
規
制
標
識

の
設
概
さ
れ
て

い
な

い
箇
所
か

ら
進
入
す
れ
ば
・
何
ら
の
犯
罪

に

も
な
ら
な

い
と

い
う
奇
妙

繕

論

に
な

っ
て
し
ま
う
。L
コ

方
通
行

窺

制

は
、

こ
れ
ら

の
局
部
的
規
制

の
総
和

で

は

な

(囮

か
ら
・

「
規
制

の
効
力

の
相
対
的
無
効
と

い

っ
た
考
え
方

を
と
る
こ
と

は
で
き
ず

、
や
は
り
規
製

体

の
効
力
を
問
題
に
す

る
ほ
か
な

い
と
者

ん

る
。
た
と
.潅

、
({7
)方
通
行

の
入

口
標
識
だ
け
で
他

に
何
ら

の
標
識
も
馨

さ
れ
て

い
な

い
場
ム
・
は
、

い
甦

有
効
窺

禦

な
さ
れ

て

い
な

い
と
解

さ

れ

る

。」

②

い
わ
ゆ
る

謂

対
的
無
効
L
論

に
対

し
て
、

こ
の
批
判

は
大
き
な
影
響
力
奪

え
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
・
し
か
し
・

.あ

批
判

は
、
的

を
射

て
い
な

い
患

わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、

這

の
区
間

・
区
域
窺

制
す
乏

は
嚢

の
標
識
等

の
設
漿

必
芝

な
り
、
特

に

芳

通
行

の
よ
う
な
場
A
。
に
は
、
各
地
占
描
の
標
識

の
す
べ
て
が
適
法
か

つ
蕩

で
な
い
盗

聞心味

の
あ
る
統

一
的
な
規
禦

で

き
な

い
ば
か
り
か
、

芳

通
行

姦

行
す
る
車
両
を
許
容
す
る
と
衝
寄

故

の
お
そ
れ
す
ら
生
、じ
る

こ
と

に
な
る
・
し
か
し
・
こ
の
よ
う

な
交
通
規
制

の
統

一
的
な
適
正
化

の
必
要
と
そ

の
規
制
嶺

成
す
る
各
部
分

の
個
別
的
な
無
効
判
断

の
是
非

と

は
・
次
噌兀
糞

に
す
喬

題
な

の
で
あ
る
。
仮
り
に
護

規
制
羅

だ
け
で
は
な
く
規
制
全
禁

無
効

に
な
る
と
解
し
た
と

こ
ろ
で
・
当
該
規
制
標
識

の
欠
損
操

が
補
正
さ
れ
な
い
限

り
は
、
統

一
的
な
禍

の
適
正
化
が
護

嚢

な

い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ

の
達
成
を
図

る
た
め
に
は
・
そ

の
統
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一
的
窺

制
の
全
体
姦

効
と
す
る
必
譲

な
く
、
た
だ
そ
の
規
制
の
統

雇

皇

、す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
地
占
…の
禍

の
み
姦

効

で
あ

る
と
判

断

し

て
・
そ

の
是

正

を
促

す

こ
と

で
足

り
る
。

し

た
が

っ
て
、
最
高

裁
判

例
①

.
⑨

が
、

問
題

と

な

っ
て

い
る
部

分

の
規
制

(標
識
)
の
み
を
無
効
と
判
断

し
た
こ
と

は
正
当
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

当
肇

件

に
お
い
て
審
判
対
象
と
な

っ
て
い
る

被
告
人

の
行
為

の
罪
責
と

の
関
係
で
、

一
定

の
規
製

示
す
べ
藻

馨

の
存
否

の
効
力
が
争
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
占
だ

つ
い
て
の
み
裁
判
所

は
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
・
高
裁
判
例
⑤

の
よ
う

に
、
馨

人

の
進
行
経
路

で
は
な

い
車
両

の
進
行

に
対
す
る
規
制

の
効
力
を
判
断
す

る
.」
と
は
、

馨

人

の
行
為

の
斐

の
前
提
と

は
な
ら
な

い
標
識

の
規
制
効
力

ξ

い
て
ま
で
判
断
浄
示

し
な

、
と

に
な
る
鰐

の
よ
う

に

芳

通
行

規

制

を
有

効

で
あ

る
と

す

る
な
ら
ば

、
そ

の
規
制

を
認

識

し

て

こ
れ

に
違

反

し
た
葉

・
人

の
行
為
も

犯
罪

と

な

る
と
す

る
余

地

す

ら
生

じ

る
・

そ
う

す

る
と

・

蝦
疵

あ

る
規
制

を
是

正
す

べ
き

必
要

性
も

弱

ま

っ
て
く

る

の
で

は
あ

る
言
、
い
か
。

だ

か
ら

.茎

、

そ

の
規

制

の
是
正

に
必
要
な
限
り
で
の
無
効
判
断

で
必
要

か

つ
充
分
な

の
で
あ
る
。

交
通
規
制

は
・
そ
れ
に
よ

っ
て
交
通

の
安
全
と
円
滑
等

の
護

を
目
的
と
す
る
も

の
で
、
そ

の
養

者

の
処
罰
も
規
制
を
導

さ
せ
る

た
め
の
手
段
た
る
必
要
悪

で
し
か
な

い
。
処
罰
よ
り
も
規
制

の
是
正
が
優
先

し
、
か

つ
効
果
的
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
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規
制
の
個
別
的
無
効

 ω

標
馨

に
よ
る
交
通
禍

の
効
力

ξ

い
て
、

最
高
裁

(判
例
①

.
⑨

.
⑬

.
⑲
)

は
、
公
訴
事
実

(訴
因
)

と
な

っ
て
い
る
笙

口

人

の
具
体
的
蓮

反
行
為

の
前
提
と
し
て
不
可
欠
な
山父
通
規
制

を
表
示
す
る
標
馨

だ
け
姦

効
と
判
断

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
整

.
人

の
具
体
的
行
為

(進
行
経
路
)
そ
れ
自
体

で
は
な
く
、

こ
れ
と
里

の
禍

の
対
象
と
な
る
べ
き
行
薯

の
行
為

(進
行
繕

∠

磐

の

関
係

で
・
そ

の
規
制
姦

効
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

一
般
化

は
、
当
該
規
制
を
鰭

口
人
レ
あ

関
係

で
対
人
的
無
効
と

は
芋

に
、
当



道路交通法における交通規制 と刑事規制の限界

該
規
制
空

欝

対
象
者
と

の
関
係

で
無
効
と
す
る
も

の
で
、
行
為
者

の
斐

自
体
よ
り
も
対
弩

蔑

と

の
関
係

で
規
制

の
遵

化
を

め
ざ
す
も

の
と

し
て
評
価

す
る
、」
と
が
で
き

る
。

そ

の
判
断

は
、

特
定

の
行
為
態
様

(行
薯

の
進
行
方
寧

猛

)
と

の
関
係

で
規
制

の

効
力
を
論
じ
て
い
る
た
め
、
特
定

の
人
や
行
為
態
楚

応

じ
て
異
な
る
効
力
を
認

め
る

霜

対
的
無
効

」
論

で
あ
る
か
覧

え
る
・
し
か

し
、
標
馨

の
規
制

は
、
そ

の
地
占
{
の
道
路

に
お
け
る
濡

の
経
路

か
ら
の

コ

定

の
進
行

」
を
対
象

・
前
提

に
し
て
行
わ
れ
る
・
し
た

が

っ
て
、
そ

の
よ
う
な

コ

定

の
導

経
蹄

と

の
関
係

で
規
制

の
効
力
を
判
断
す
る
こ
と

は
、
規
制

の

一
般
的
な
認
馨

謹

が
案

さ
れ
る

.」
と
か
ら
し
て
も
、
当
然
な

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
判
断

は
、
緬

対
的
無
効

L
と
区
別
し
て
・
病

別
的
舞

L

と

で
も

呼

ぶ

の
が

そ

の
内
容

に
合

う

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

判
例
⑬
が
、
本
件
標
識

に
よ

っ
て
は
、

「
T
導

を
南
進

し
て
本
件
交
差
点
を
右
折
糞

汀
し
よ

う
と
す
る
車
両
等

の
運
転
芝

対

し
・

右
折
進
行

を
禁
止
、
制
限
す

邑

・
の
導

規
禦

、
適
法
か

っ
有
効

に
な
さ
れ
て
い
る
も

の
と

い
う
こ
と

は
で
き
な

い
」
と
判
示
し
・
ま

た
判
例
⑲
が
、

「
本
件
道
路
標
識

は
、
本
件
交
差
占
…に
北
方
か
ら
進
入
し
て
右
折
西
行
す
る
車
両

と

の
関
係

で
は
・
通
常

の
運
転

を
す
る

者
が
容
易

に
そ

の
内
容

姦

別

で
き

る
適
法
有
効
な
も

の
と

い
え

(な
い
)」

と
判
示
し
た
の
も
、

こ
れ
ま

で
の
判
例

高

一
線

(鯛

的

無
効
論
)
上

に
あ
る
。

す
な
わ

ち
、
判
例
⑬

は
、

禦

口
人
が
貨
客
兼
用
車
姦

転

し
て
い
た
の
に
か
か

わ
ら
ず
・
本
件
規
制

の
内
容
を
誤

認
す
る
お
そ
れ

の
山.同
い
寓

(峯

兼
用
車

.
特
定
時
間
外
の
貨
物
易

車

三

輪
車
)

の
運
馨

の
み
に
対
す
る

「,相
対
的
無
効

」
を
認

め

る
も

の

で
は
な

く
、

「
当
該

進

行
方
法

を
と

る
車

両
等

の
運
転

者
二

般

に
対

し

て
無
効

と

し

て

い
る

の
で
あ

る
・

ま

た
・
判
例

⑲

は
・

右
折
時

の
速
度
規
制
標
識

の
効
力
瞭

わ
れ
た
た

め
、
通
常

の
運
転
を
す

る
者
」
と

い
基

準
薪

た
に
加
え
て
判
断

し
て
い
る
嚇

交

通
状
況

に
即
し
た
峯

蓮

努

法
塞

準
と

し
て
規
制
内
容

の
容
易
な
瀦

可
能
性
を
判
断
す

る
必
要
か
あ
診

」
い
う
・
当
然

の
前
提

が
明
香

こ
れ
た
の
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
,」
の

癒

常

の
運
転
L
で
は
、
被
告
人
が
現
実

に
と

っ
た
運
努

法
に
限

ら
ず
・
規
制

の
対

象

と

な

る
行
為
者

が
通
常

と

る

こ
と
が

あ

る
も

の
を
含

む

こ
と

に
な
る

(判
例
⑲
～
⑭
参
照
)・

ICI 0161)

……



の

こ
の
よ
う
な
蝋

的
無
効
論

に
反
対
す
る
学
説
も
有
力

で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
判
例
票

そ

窺

制

・乞
全
面
無
効

で
あ
る
と

し
た
レ
し

く
理
解
す
る
西
馨

夫
博

士
は
・

こ
の
描

内
奪

誤
切
隠
し
う
る
の
は

憂

嵩

の
み
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ

窺

制
内
奪

知

っ
て
大
型

貨
物
島

象

わ
ざ
と
右
折
し
た
場
合

に
通
縞

限
違
反
罪
を
成
辛

る
余
聖

刃
恥
め
る
結
論
轟

く
必
要
が
あ
る
が
、
相
対
的
無
効

は

行
政
法
去

効
力
を
あ
告

に
甥

化
し
て
し
窒

つ
占
渦
に
問
題
が
あ
り
町

そ
.」
で
そ
の
規
制
を
全
面
的
為

と

し
た
う
.兄
、

こ
れ
を
誤

認

し
た
運
転
者

振

故
意
も
漫

も
認
め
な

い
の
が
妥
当

で
あ
る
と
す
る
.
ま
た
、
.弄

誠
教
授

は
、
判
例
⑨

の
程
度

の
餌

化

は
や
む

窒

な

い
か
も

し
れ
な

い
が
、

福

の
効
力

を
誤
の
撃

・勾
お
・て
れ

の
讐

轟

に

つ
い
て

の
み
建

し
た
と
蓼

⇔
L
判
謬

の
よ
.つ

な

…
行
き
過
ぎ
窺

制
勢

の
個
別
化

鱗

け
る
べ
き
L
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
,鐘

擶

の
勲

々
を
劉

化
ま
た
箱

対

化
す
る
こ
と
が
妥
当

で
な

い
と
す

る
理
由

は
墜
ず

し
も
羅

で
は
な
か

っ
た
。

こ
の
占
州
に
つ
い
て
新
た
に
、

三
井
教
援

次

の
よ
、つ
な
論

　
　
　

拠

を

一.小
し

て

い

る

。

④

行
政
上

の
効
力

に
比
重
が
置

か
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
や
も
す
れ
ぽ
葛

と
認
定

さ
れ
た
と
き

に
は
、
あ

っ
さ
り
と
刑
喪

任

生

目

定
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
・

こ
れ

犠

別
的
醤

も
へ鮪
め
る
厳
格
な
効
力

の
刃
冊劣

法

の
必
然

の
雑

で
は
あ
る
が
、
具
体
嘘

情

の
勘

案

に
も
限
界
が
あ
る
し
・
効
力

の
姦

が
決

め
手
で
あ
る
と

い
う
蟹

方
法
が
ひ
と
り
歩
き
す

る
と
葉

口
人

に
饗

帰
結
遜

き
か
ね
な

い

む㈲

個
別
的
事
情
も
含

め
て
標
識

の
効
力
が
決
め
ら
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
行
政
上

の
効
力

に
つ
い
て
個
別
化

。
相
対
化

の
現
象
が
避
け
ら

れ
な

い
・
個
別
化

は
棄

過
失
論

の
レ
ベ

ル
の
問
題
で
あ

っ
て
、
行
政
上
の
効
力

の
姦

が
あ
ま
り
に
相
対
化

.
細
分
化
す
る
.芝

は
疑

問
視
さ
れ
よ
う
・
萎

に
固
有

の
個
別
蕎

は
で
き

る
だ
け
過
失

の
有
無
を
論
じ
る
際

髪

卑

る

の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
ま
た
過
失

を

否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
行
整

対
す
る
責
任
追
及

は
+
芝

可
能

で
あ
る
。
さ
ら

に
は
、
豪

に
よ

っ
て
は
、

一
般
的
に
行
整

の

効
力

の
有
無
を
多
様
な
角
度
か
ら
検
討
す
る
よ
り
も
、
当
該
具
体
的
葎

の
蟹

が
容
易

に
な
る
.芝

も
あ
ろ
う
。

(162) 1G2



道路交通法におけ破 趣 見ll}1と刑槻 制の限界

③

交
通
規
制

の
有
効

.
無
効

に
よ
る
蟹

か
ら
過
失

の
有
無

に
よ
る
解
決

に
比
薯

移
す
べ
き

で
あ
る

と
し
て
提
示
さ
れ
な

一
つ
の

論
拠

の
い
ず
れ

に
も
、
基
本
的
な
疑
問
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
・

ω

の
麹

は
、
醤

論

で
あ

っ
て
、
行
政
、行
為

の
効
力

の
蕪

髭

馨

移

す
と
、
有
効

の
場
合

に
鋳

時

に
過
失

も
肯
定

さ
れ
る
傾

向
が
あ
る
か
ら
、
整

ロ
人

に
不
型

、あ
る
と
す

萄
も

の
で
あ

る
。
理
論
的

に
は
有
効
即
過
失

で
は
あ

り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
・

こ
の
よ

う
な
傾
向
が
是

正
さ
れ
る
べ
ぎ
.」
と
易

論
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

こ
そ
、
交
通
規
制

の
効
力
叢

楚

判
駆

る
こ
と

は
・
刑
事

責
任

の
安
易
な
認
定
と
綾

結

し
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
過
失

の
粟

で
あ

る
行
為

の
個
別
的
書

を
含

め
て
規
制

の
効
力

を
慮

す

る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
規
制

の
有
効

は
過
失

の
存
在

に
必
然
的

緩

近
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
限

り
で
は
実
質
的
に
過
失
姦

制
す

る

こ
と

に
も

な

ら
ず
、
被

告

人

に
と

っ
て
不
利

と
も

い
え
な

い
の
で
あ

る
。

㈲

の
論
拠

は
、
形
式
論

で
あ

っ
て
、
個
別
化

は
過
失
論

の
魑

で
あ

る
か
ら
事
案

に
固
有
な
個
別
的
事
情

鑛

失

の
判
断

で
薩

す
べ

き

で
あ
る
と
い
う

に
留
ま
る
。
な
ぜ
行
政
行
為

の
効
力

の
相
対
化

・
細
分
化
が
疑
問
な

の
か
と

い
う
実
質
的
根
拠

は
示
さ
れ

て
い
な

い
・

そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
よ
う
な
相
対
化

.
個
別
化

茎

面
的

に
は
否
定
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
肯
定

さ
れ
る
限
界

を
示
す
必
要
が
あ

ろ
う
が
、
そ
れ

は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
よ
う

に
田
心
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
過
失
論

髭

薯

移

す
こ
と

は
・
個
別
的
ま
た
は
相
対
的

に
舞

と
さ
れ
る
規
禦

有
効
と
さ
れ
}Φ
結
果
、

一フ
フ
な
過
失
認
定

の
傾
向
を
前
提

と
す
る
限
り
、
被
告
人

に
と

っ
て
不
利
な

の
で
あ
る
・
ま
た
・

規
禦

一
馨

効
と
さ
れ
.窒

、
墾

口
人
が
無
過
失

で
あ
る
と

は
認

め
ら
難

く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・

4

規
制
無
効

と
無
過
失
と

の
限
界

ω

遇
失
重
視
論

は
、
交
撹

制

の
娚

的

.
相
対
的
無
効

を
製

し
て
、
そ

の
有
効

と
な
る
露

姦

大
す

る
こ
と
に
な
る
・
そ
れ

に
よ

っ
て
護

さ
れ
る
の
は
、
整

.心

.
過
失
あ
る
違
反
者

の
肇

な
処
分

・
処
罰

で
し
か
な

い
・
そ

の
彙

・
交
通
規
制
違
反

の
抑
劣
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が
高
ま
る
こ
と

に
な
る
反
面
蕪

効
と

は
さ
れ
な

か

っ
た
暇
疵
あ
る
描

を
法
的

に
馨

す
る
こ
と

に
な
り
、
公
安
委
員
会

に
よ
る
炎

.

纈

理籠

継

筋
縫

い漁

盤

拠難

欝

蕪

ボ

識鑑

正す
る必噸

れー

・
鰯

そ

の
よ
う
な
効
果

は
無
効
判
断
よ
り
弱

い
の
で
あ

る
。
そ

の
是
正
が
窺

さ
れ
る
間

に
、
交
通
反
摯

続
や
略
李

続

に
よ
り
規
制

の
効

力
と
過
失

の
有
無
を
争
う
実
質
的
な
機
会
を
充
芝

罫
続
的

に
保
障
さ
れ
な

い
ま
ま
、
暇
疵

あ
.Φ
標
馨

の
交
通
規
制

に
違
反
し
た
と

し

て
処
分

・
処
罰
さ
れ
る
秀

の
数

讐

れ
程
多

い
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
占
州が
争
わ
れ
た
裁
判
例

は
、
ま
さ

に
氷
山

の

一
角

で
し
か
な

い
で
あ
ろ
う
・
こ
の
よ
う
な
義

笑

量

の
毒

を
迅
蓬

処
理
す
る
た

め
に
正
当
化
さ
鐘

用
さ
れ

て
い
る
が
、
違
髪

争
享

続
的

保
障
と
し
て
決
し
て
充
分

で
は
な

い
・
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
効
論

か
ら
過
失
論

に
蕪

を
移
す
.」
と

は
、

屠

、」
の
よ
う
な
人

々

を
切

り
捨

て
る

こ
と

に
な

る

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。

し
た
が

っ
て
・
問
題
が
当
該
瀧

に
お
け
る
被
告
人

の
罪
責
そ
れ
自
体

に
の
み
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
過
失
払甦

重
占
{を
移
す

の
も
よ

い

で
あ
ろ
う
が
・
お
よ
そ

蔽

的

に
蝦
疵

あ
る
難

等

で
不
当

に
処
分

・
処
罰
す
る
こ
と

を
防
止
す

る
こ
と
お
よ
び
適
正
榛

馨

で
塞

●
羅

な
交
導

促
進
す
る
こ
と

こ
そ
が
重
要

で
あ

る
と
す
れ
ば
、
厳
格

な
無
効
論

撮

占
譲

く
必
要
が
あ
る
と

い
、κ
よ
う
。
す
な
わ

ち
・
標
馨

の
蝦
疵
を
是
正
す
る
必
蒙

あ
る
限
り
、
そ

の
灘

で
交
通
規
製

無
効

に
す
る
と

い
う
個
別
的
無
効
論

で
あ
る
。

②

交
通
規
制

の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
行
為
者

の
位
置

・
天
候

.
時
間

.
道
路

.
交
獲

ど

の
具
体
的
構

を
ど

の
程
度

に
薦

す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
・

こ
の
魑

は
、
交
通
規
制

の
無
効
と
行
嚢

の
過
失
と

の
区
別

に
関
わ
る
。
そ
し
て
、
交
通
規
制

の
効
力

を
・
当
贅

体
的
な
行
為
と

の
関
係
で
の
み
妥
当
さ
せ
る
か
、
規
制

の
対
象
と
な
り
う
る

一
般
的
慕

と

の
関
係

で
も
妥
当
さ
芸

か
に

関

わ
る

・
す
な

わ

ち
、
規
制

に
よ
る
特

別
予

防
と

一
般

予

防

の

い
ず

れ

を
重

視
す

る

か
で
あ

る
。

不
適
切
な
規
制
ま
で
も
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
標
馨

に
よ
る
漿

的
か
つ
く・
理
的
窺

制
効
羅

弱
ま
る
。
規
制
内
容
を
通



道路交通法における交通規制と刑事規制の限界

　
　
　

行
者
が
認
識
す
る

の
に
不
利
な
具
体
的
事
情
を
判
断
対
象

か
ら
除
外
し
、
有
利
な
具
体
的
事
情
を
判
断
対
象

に
付
加
す
れ
ば
、
交
通
規
制

の
有
効
と
な
る
範
囲

は
拡
大
し
、
当
該
行
為
者

の
罪
責
を
問
う

こ
と

は
可
能

に
な

る
。
そ

の
反
面
と
し
て
、
そ

の
標
識
等
を
認
識
し
が
た

い
具
体
的
事
情
下

に
あ

っ
た
他

の
通
行
者

に
対
す
る
規
制
作
用

は
期
待

で
き
な

い
。
す
な
わ
ち
、
規
制

の
有
効
を
拡
張
す
れ
ば
、
そ

の
規

制
作
用

は
行
為
者

の
認
識

(
故
意

・
過
失
)
に
依
存
す
る
た
め
、
不
注
意
な
者

の
規
制
違
反
は
減
少

し
な

い
。
規
制

の
有
効
性
を
厳
格

に
解

　
　
　

す
る
こ
と
が
、
見

や
す

い
標
識
等

に
よ
る
規
制
作
用

の
増
大
と
過
失

に
よ
る
規
制
違
反

の
減
少
を
も
た
ら
す
。

こ
れ
と
同
時

に
、
見

や
す

い
標
識
等

で
も
故
意

・
過
失
で
違
反
す
る
者

に
は
処
分

・
刑
罰

に
よ
る
規
制
作
用

の
増

大
が
必
要

に
な
る
。

こ
の
二
つ
の
規
制
作
用
の
調

和
点
が
個
別
的
無
効
と
さ
れ
る
領
域

に
な

る
。

㈹

標
識
等

に
よ
る
交
通
規
制

は
、
区
域

・
道
路

の
区
間

・
場
所
を
定

め
、
対
象

を
限
定
し
、
適
用
さ
れ

る
日
時
を
限
定

し
て
行
な
わ

れ
る

(道
交
法
四
条
二
項
)。

し
た
が

っ
て
、

当
該
標
識
等
が
規
制

し
よ
う
と
す
る
空
間

.
時
間

.
対
象
者

を
基
準
と
し
て
、

一
般
的

に
通

常
当
然

に
予
測
可
能
な
個

々
の
事
情
が
具
体
的

に
発
生
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
実

を
基
礎

に
し
て

「
前
方

か
ら
見

や
す

い
」
標
識
等

で
あ

る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
行
為
時

に
存
在

し
た
個
別
的

・
一
時
的
艀
情
と

い
え
ど
も
、
同

一
の
事
帖
が

一
般
的

に
頻
発
す
る
場
合

に
は
、
そ

の
事
実

も
規
制

の
効
力
を
判
断
す

る
基
礎

に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。
例

え
ば
、
そ
の
標
識

の
表
示
が
夜
間
に
は
お
よ
そ
識
別
不
可
能

に
近
く
な

る
と

い
う
よ
う
な
事
情
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
の
限
り
で
、

一
般
的

に
は
規
制

の
無
効
と
対
象

者

の
無
過
失
と

は
接
近

し
、
規
制
が
有
効

で

あ
る
と
さ
れ
る
場
合

に
は
、
特
別

の
事
情
が
な

い
限

り
行
為
者

の
過
失
が
事
実
上
推
認
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
無

過
失
と
な
る
の
は
、
異
常
な
具
体
的
事
情

の
た
め
行
為
時

に
だ
け
標
識
等

の
規
制
内
容
が
認
識
不
能
で
あ

る
と

か
、
行
為
者

の
認
識
能
力

が

一
般
人
よ
り
嵜

し
く
低

い
と
か
の
場
合

に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、

一
般
的

に
予
測
不
可
能

で
あ
る
異
常
な
具
体
的
事
情

の
限
界

は
、
必
ず

し
も
明
確

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
設
置
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さ
れ
た
標
識
等

の
外
的
状
況
が

一
過
性

で
あ
る
揚
合
、
た
と
え
ば
異
常
気
象
等

は
、
そ

の
よ
う
な
事
情

に
あ
た
る
。

し
か
し
、
規
制
内
容

が
通
常
人

に
認
識
不
可
能
な
場
合

に
も
、
そ

の
標
識
等

の
欠
陥
を
是
正
す
る
こ
と
が
現
状

で
は
不
可
能

に
近

い
場
合

に
は
、
そ

の
規
制
を

有
効
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
や
む
を
え
な

い
。
例
え
ば
、
冬
期

に
は
馨

下

に
標
馨

が
埋
ず
も

れ
て
し
ま
う
地
方

の
場
加
聾

か
・
数
少

な

い
二
階
建
バ

ス
の
運
行
時

に
限
り

一
時
的

に
そ

の
蔭

に
標
識
等
が
隠
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
・

標
識
等

の
蝦
疵

の
補
正
可
能
性
も
規
制

の
有
効

・
無
効

を
画
す
る
要
素
と
な
ろ
う
。
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(
71
)

な
お
、
木
村

.
前
掲
注
(
49
)
三
五

一
頁
は
、

「
公
安
委
員
会

の
事
実
上
行
な

っ
て
い
る
公
示
で
あ
れ
、
他

の
箇
所

に
設
趾

さ
れ
た
標
識
で
あ
れ
・
あ
る

い
は
・
他

の

者
か
ら

の
伝
聞
で
あ
れ
、

芳

通
行

の
規
禦

な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識

の
あ
る
者

に
は
、
常

に
そ
の
規
制
に
違
反
し
な

い
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

ぎ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
認
識

の
な

か

っ
た
者

に
つ
い
て
は
、
責
任

の
問
題

と
し

て
配
慮

す
べ
ぎ

で
あ
」
る
、

と
し

て
い
る
。

(
72
)

木
村

.
前
掲
注
(
49
)
三
五
〇
頁
、

三
五

一
頁

参
照
。
併
せ

て
、
前
注
(
71
)
参
照
。

(
37
)

こ
の
点
に

つ
い
て
、
習

.
前
掲
注
(留
)
判

例
解
説
四
二
頁
は
、

「本
判
決
は
、
本
件
道
路
標

識

に
よ

っ
て
は
、
…
三

方
通
行

が
適
法
か

つ
有
効

に
な
さ
れ

て
い

な

い
、
と
い

っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
か
ら
、

そ

の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、

U
通
り

の

一
方
通
行

の
処
分
全
体
が
効
力
を
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
」
と

す
る
が
、
三
井

.
前
掲
注

(62
)
一
二
三
頁
は
、

「
本
件

に

つ
い
て
も
、
判
示

か
ら
直
ち

に
U
通
り

の

一
方
通
行
の
規
制
全
体

が
違
法
か

つ
無
効
と
な
る
の
で
は
な

く
、

本
件

の
よ
う

な
進
路
に
対
し
て
の
み
無
効

で
あ

る
こ
と
に
な
る

(
い
わ
ゆ
る
相
対
的
無
効

で
あ
る
。
前
掲
東
京
高
判

昭
和

四
〇
年
七
月
二
三
日
参
照
)
」

と
し

て
い
る
。

(
74
)

木
村

・
前
掲
注
(
49
)
三
四
九
.頁
～
三
五
〇
頁

。

(
75
)

前
掲
判
例
⑥

に
お
け
る
検
察
官

の
控
訴
趣
意

は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
考

え
で
あ

っ
た
。

(
76
)

田
尾

・
前
掲
注

(
69
)
一
八
頁
～

一
九
頁
参
照
。

(
77
)

川
端

・
前
掲
注

(
49
)
五
五
頁
参
照
。

(87
)

西
原

.
前
掲
注
(
2
)
三

三
頁
～

;

酉

頁
。

圏

・
夫

沼

・
前
掲

注
(
2
と

三

責

。
す
な

わ
ち
、
本
件
標
識
は
、

寛

や
す
と

よ
う

に
設
置

さ
れ
・
そ

の
内

容
も
著
し
く

「
わ
か
り
に
く
い
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
適
法

看

効
で
あ
る
が
、
被
告
人
に
は
規
制
内
容
姦

解
す
る
に
つ
ぎ
注
意
義
務
違
反
も
な
か

っ
た
よ

う

 で
あ
る
か
ら
過
失
、℃
否
建
さ
れ
る
、

と
し
て

い
る

。
し
か
し
、
規
制
内
容
が
著

し
く

「
わ
か
り
に
く
い
」
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
前
提

に
立

つ
な
ら
ば
、
裁
制
内

容
を
談
解
し
た
行
為
者

に
は
、
特
別
な
事
憶
が
な

い
限
り
、
過
失
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

(
79
)

三
井

・
前
掲
注
(
62
)
一
二
三
頁
。

(80
)

}.一井

・
前
掲
注
(
5
)
三
七

一
頁
～
三
七
二
頁
。



道路交通法における畑 櫛1と 刑蝦 制の限界

(
81
)

前
注
(
40
)
参
照
。

(
82
)

前
掲
判
例
⑮

お
よ
び
⑳
参
照
。

(
83
)

長
井

・
前
掲
注
(
4
)
二
九
.頁
～
三
〇
頁
。

(
48
)

鶉

判
例
⑰
お
よ
び
土
肥

南

操

(
23
)
五
三
暴

照
。

む

す

び

雛

襟

糠

鞭
哩唖縫

蘇

撒
縮
儲鷺

論
難

蕪
蕪
難
羅
　{灘難
擬
繋

し

む

の
点
ξ

い
て
も
不
充
分
な
考
察

に
終

っ
た
。
さ
ら
に
、
検
討
を
重
ね
た
い
患

う
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